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○

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）

改

正

案

現

行

第
五
十
九
条
の
三

法
第
百
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

第
五
十
九
条
の
三

法
第
百
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

保
険
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
主
要
な
業
務
に
関
す
る
事
項
と
し
て
次

二

保
険
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
主
要
な
業
務
に
関
す
る
事
項
と
し
て
次

に
掲
げ
る
も
の

に
掲
げ
る
も
の

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

直
近
の
五
連
結
会
計
年
度
（
連
結
財
務
諸
表
の
作
成
に
係
る
期
間
を
い

ロ

直
近
の
五
連
結
会
計
年
度
（
連
結
財
務
諸
表
の
作
成
に
係
る
期
間
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
主
要
な
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し
て

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
主
要
な
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し
て

次
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
事
項

⑴
・
⑵

（
略
）

⑴
・
⑵

（
略
）

⑶

親
会
社
株
主
に
帰
属
す
る
当
期
純
利
益
又
は
親
会
社
株
主
に
帰
属
す

⑶

当
期
純
利
益
又
は
当
期
純
損
失
（
保
険
会
社
が
相
互
会
社
で
あ
る
場

る
当
期
純
損
失
（
保
険
会
社
が
相
互
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
親
会
社

合
に
は
、
当
期
純
剰
余
又
は
当
期
純
損
失
）

に
帰
属
す
る
当
期
純
剰
余
又
は
親
会
社
に
帰
属
す
る
当
期
純
損
失
）

⑷
～
⑺

（
略
）

⑷
～
⑺

（
略
）

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
保
険
持
株
会
社
に
係
る
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
の
縦
覧

（
保
険
持
株
会
社
に
係
る
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
の
縦
覧

等
）

等
）
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第
二
百
十
条
の
十
の
二

法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
内

第
二
百
十
条
の
十
の
二

法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
主
要
な
業
務
に
関
す
る
事
項
と
し

三

保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
主
要
な
業
務
に
関
す
る
事
項
と
し

て
次
に
掲
げ
る
も
の

て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

直
近
の
五
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
主
要
な
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標

ロ

直
近
の
五
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
主
要
な
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標

と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

⑴
・
⑵

（
略
）

⑴
・
⑵

（
略
）

⑶

親
会
社
株
主
に
帰
属
す
る
当
期
純
利
益
又
は
親
会
社
株
主
に
帰
属
す

⑶

当
期
純
利
益
又
は
当
期
純
損
失

る
当
期
純
損
失

⑷
～
⑺

（
略
）

⑷
～
⑺

（
略
）

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

第
二
百
十
一
条
の
三
十
八

法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
二
百
十
一
条
の
三
十
八

法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
百
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る

第
百
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。

事
項
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

特
定
少
額
短
期
保
険
業
者
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
主
要
な
業
務
に
関
す
る

二

特
定
少
額
短
期
保
険
業
者
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
主
要
な
業
務
に
関
す
る

事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の

事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

直
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
の
概
況

イ

直
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
の
概
況

ロ

直
近
の
三
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
主
要
な
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標

ロ

直
近
の
三
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
主
要
な
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標



- -3

と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

⑴
・
⑵

（
略
）

⑴
・
⑵

（
略
）

⑶

親
会
社
株
主
に
帰
属
す
る
当
期
純
利
益
又
は
親
会
社
株
主
に
帰
属
す

⑶

当
期
純
利
益
又
は
当
期
純
損
失
（
特
定
少
額
短
期
保
険
業
者
が
相
互

る
当
期
純
損
失
（
特
定
少
額
短
期
保
険
業
者
が
相
互
会
社
で
あ
る
場
合

会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
期
純
剰
余
又
は
当
期
純
損
失
）

に
は
、
親
会
社
に
帰
属
す
る
当
期
純
剰
余
又
は
親
会
社
に
帰
属
す
る
当

期
純
損
失
）

⑷
・
⑸

（
略
）

⑷
・
⑸

（
略
）

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
に
係
る
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書

（
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
に
係
る
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書

類
の
縦
覧
）

類
の
縦
覧
）

第
二
百
十
一
条
の
八
十
二

法
第
二
百
七
十
二
条
の
四
十
第
一
項
に
規
定
す
る
内

第
二
百
十
一
条
の
八
十
二

法
第
二
百
七
十
二
条
の
四
十
第
一
項
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
主
要
な
業
務
に
関
す
る

三

少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
主
要
な
業
務
に
関
す
る

事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の

事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

直
近
の
三
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
主
要
な
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標

ロ

直
近
の
三
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
主
要
な
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標

と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

⑴
・
⑵

（
略
）

⑴
・
⑵

（
略
）

⑶

親
会
社
株
主
に
帰
属
す
る
当
期
純
利
益
又
は
親
会
社
株
主
に
帰
属
す

⑶

当
期
純
利
益
又
は
当
期
純
損
失

る
当
期
純
損
失
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⑷
～
⑹

（
略
）

⑷
～
⑹

（
略
）

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第６号 

改正後 現行 

別紙様式第６号（第 59 条関係） （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

第１  

年度中（ 年  月  日から

年  月  日まで）中間事業報告書 
１ 事業の経過及び成果等 

（略） 

２ 財産及び損益の状況の推移 

［保険会社の状況について記載する場合］ 

（略） 

［企業集団の状況について記載する場合］ 

（生命保険会社の企業集団） 

 イ 企業集団の財産及び損益の状況の推移     

    区      分 前 期 末
前中間連結会

計期間末 

当中間連結会

計期間末 

経 常 収 益

百万円 百万円 百万円

経 常 利 益

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

中 間 包 括 利 益 （ 包 括 利 益 ）

純 資 産 額

総 資 産

（記載上の注意） 

１ （略） 

   ２ 相互会社にあっては、「親会社株主に帰属する中間（当期）純利益」を「親会社に帰属す

る中間（当期）純剰余」に改めて記載すること。 

   ３～５ （略） 

  ロ 保険会社の財産及び損益の状況の推移 

   （略） 

（損害保険会社の企業集団） 

イ 企業集団の財産及び損益の状況の推移     

    区      分 前 期 末
前中間連結会

計期間末 

当中間連結会

計期間末 

 百万円 百万円 百万円

経 常 収 益

経 常 利 益

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

別紙様式第６号（第 59 条関係） （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

第１  

年度中（ 年  月  日から

年  月  日まで）中間事業報告書 
１ 事業の経過及び成果等 

（略） 

２ 財産及び損益の状況の推移 

［保険会社の状況について記載する場合］ 

（略） 

［企業集団の状況について記載する場合］ 

（生命保険会社の企業集団） 

  イ 企業集団の財産及び損益の状況の推移        

    区      分 前 期 末
前中間連結会

計期間末 

当中間連結会

計期間末 

連 結 経 常 収 益

百万円 百万円 百万円

連 結 経 常 利 益

連 結 中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

連 結 包 括 利 益

連 結 純 資 産 額

連 結 総 資 産

（記載上の注意） 

１ （略） 

   ２ 相互会社にあっては、「連結中間（当期）純利益」を「連結中間（当期）純剰余」に改め

て記載すること。 

   ３～５ （略） 

   ロ 保険会社の財産及び損益の状況の推移 

   （略） 

（損害保険会社の企業集団） 

  イ 企業集団の財産及び損益の状況の推移        

    区      分 前 期 末
前中間連結会

計期間末 

当中間連結会

計期間末 

連 結 経 常 収 益

百万円 百万円 百万円

連 結 経 常 利 益

連 結 中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

連 結 包 括 利 益



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第６号 

改正後 現行 

中 間 包 括 利 益 （ 包 括 利 益 ）

純 資 産 額

総 資 産

（記載上の注意） 

１ （略） 

   ２ 相互会社にあっては、「親会社株主に帰属する中間（当期）純利益」を「親会社に帰属す

る中間（当期）純剰余」に改めて記載すること。 

   ３～５ （略） 

  ロ 保険会社の財産及び損益の状況の推移 

   （略） 

  ３～９ （略） 

 第２～第４ （略） 

 第５ 

年度中 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 中間株主資本等変動計算書

  （略） 

（記載上の注意） 

１～６ （略）  

７ 遡及適用（中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第２条の２第 35 号に

規定する遡及適用をいう。以下この様式において同じ。）、修正再表示（同条第 37 号に規定

する修正再表示をいう。以下この様式において同じ。）又は当中間会計期間の前事業年度に

おける企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行った場合には、当期首残高に対する累積

的影響額及び当該遡及適用、修正再表示又は当中間会計期間の前事業年度における企業結合

に係る暫定的な会計処理の確定の後の当期首残高を区分表示すること。 

第６ 

年度中 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 中間基金等変動計算書

（略） 

（記載上の注意） 

１～６ （略）  

７ 遡及適用、修正再表示又は当中間会計期間の前事業年度における企業結合に係る暫定的な

会計処理の確定を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡及適用、修

正再表示又は当中間会計期間の前事業年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確

定の後の当期首残高を区分表示すること。 

（以下略） 

連 結 純 資 産 額

連 結 総 資 産

（記載上の注意） 

１ （略） 

   ２ 相互会社にあっては、「連結中間（当期）純利益」を「連結中間（当期）純剰余」に改め

て記載すること。 

   ３～５ （略） 

   ロ 保険会社の財産及び損益の状況の推移 

   （略） 

  ３～９ （略） 

第２～第４ （略） 

第５ 

年度中 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 中間株主資本等変動計算書

  （略） 

（記載上の注意） 

１～６ （略）  

  ７ 遡及適用（中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第２条の２第 35 号に

規定する遡及適用をいう。以下この様式において同じ。）又は修正再表示（同条第 37 号に規

定する修正再表示をいう。以下この様式において同じ。）を行った場合には、当期首残高に

対する累積的影響額及び当該遡及適用又は修正再表示の後の当期首残高を区分表示するこ

と。 

第６ 

年度中 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 中間基金等変動計算書

（略） 

（記載上の注意） 

１～６ （略）  

  ７ 遡及適用又は修正再表示を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡

及適用又は修正再表示の後の当期首残高を区分表示すること。 

（以下略） 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第６号の２ 

改正後 現行 

別紙様式第６号の２（第 59 条関係） （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

第１  

年度中（ 年  月  日から

年  月  日まで）中間事業報告書 
１ 事業の経過及び成果等 

（略） 

２ 財産及び損益の状況の推移 

［保険会社の状況について記載する場合］ 

（略） 

［企業集団の状況について記載する場合］ 

（生命保険会社の企業集団） 

 イ 企業集団の財産及び損益の状況の推移     

    区      分 前 期 末
前中間連結会

計期間末 

当中間連結会

計期間末 

経 常 収 益

百万円 百万円 百万円

経 常 利 益

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

中 間 包 括 利 益 （ 包 括 利 益 ）

純 資 産 額

総 資 産

（記載上の注意） 

１ （略） 

   ２ 相互会社にあっては、「親会社株主に帰属する中間（当期）純利益」を「親会社に帰属す

る中間（当期）純剰余」に改めて記載すること。 

   ３～５ （略） 

  ロ 保険会社の財産及び損益の状況の推移 

   （略） 

（損害保険会社の企業集団） 

イ 企業集団の財産及び損益の状況の推移     

    区      分 前 期 末
前中間連結会

計期間末 

当中間連結会

計期間末 

経 常 収 益

百万円 百万円 百万円

経 常 利 益

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

別紙様式第６号の２（第 59 条関係） （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

第１  

年度中（ 年  月  日から

年  月  日まで）中間事業報告書 
１ 事業の経過及び成果等 

（略） 

２ 財産及び損益の状況の推移 

［保険会社の状況について記載する場合］ 

（略） 

［企業集団の状況について記載する場合］ 

（生命保険会社の企業集団） 

  イ 企業集団の財産及び損益の状況の推移        

    区      分 前 期 末
前中間連結会

計期間末 

当中間連結会

計期間末 

連 結 経 常 収 益

百万円 百万円 百万円

連 結 経 常 利 益

連 結 中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

連 結 包 括 利 益

連 結 純 資 産 額

連 結 総 資 産

（記載上の注意） 

１ （略） 

   ２ 相互会社にあっては、「連結中間（当期）純利益」を「連結中間（当期）純剰余」に改め

て記載すること。 

   ３～５ （略） 

   ロ 保険会社の財産及び損益の状況の推移 

   （略） 

（損害保険会社の企業集団） 

  イ 企業集団の財産及び損益の状況の推移        

    区      分 前 期 末
前中間連結会

計期間末 

当中間連結会

計期間末 

連 結 経 常 収 益

百万円 百万円 百万円

連 結 経 常 利 益

連 結 中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

連 結 包 括 利 益
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中 間 包 括 利 益 （ 包 括 利 益 ）

純 資 産 額

総 資 産

（記載上の注意） 

１ （略） 

   ２ 相互会社にあっては、「親会社株主に帰属する中間（当期）純利益」を「親会社に帰属す

る中間（当期）純剰余」に改めて記載すること。 

   ３～５ （略） 

  ロ 保険会社の財産及び損益の状況の推移 

   （略） 

  ３～９ （略） 

 第２～第４ （略） 

 第５ 

年度中 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 中間株主資本等変動計算書

  （略） 

（記載上の注意） 

１～６ （略）  

７ 遡及適用（中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第２条の２第 35 号に

規定する遡及適用をいう。以下この様式において同じ。）、修正再表示（同条第 37 号に規定

する修正再表示をいう。以下この様式において同じ。）又は当中間会計期間の前事業年度に

おける企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行った場合には、当期首残高に対する累積

的影響額及び当該遡及適用、修正再表示又は当中間会計期間の前事業年度における企業結合

に係る暫定的な会計処理の確定の後の当期首残高を区分表示すること。 

第６ 

年度中 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 中間基金等変動計算書

（略） 

（記載上の注意） 

１～６ （略）  

７ 遡及適用、修正再表示又は当中間会計期間の前事業年度における企業結合に係る暫定的な

会計処理の確定を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡及適用、修

正再表示又は当中間会計期間の前事業年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確

定の後の当期首残高を区分表示すること。 

（以下略） 

連 結 純 資 産 額

連 結 総 資 産

（記載上の注意） 

１ （略） 

   ２ 相互会社にあっては、「連結中間（当期）純利益」を「連結中間（当期）純剰余」に改め

て記載すること。 

   ３～５ （略） 

   ロ 保険会社の財産及び損益の状況の推移 

   （略） 

  ３～９ （略） 

第２～第４ （略） 

第５ 

年度中 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 中間株主資本等変動計算書

  （略） 

（記載上の注意） 

１～６ （略）  

  ７ 遡及適用（中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第２条の２第 35 号に

規定する遡及適用をいう。以下この様式において同じ。）又は修正再表示（同条第 37 号に規

定する修正再表示をいう。以下この様式において同じ。）を行った場合には、当期首残高に

対する累積的影響額及び当該遡及適用又は修正再表示の後の当期首残高を区分表示するこ

と。 

第６ 

年度中 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 中間基金等変動計算書

（略） 

（記載上の注意） 

１～６ （略）  

   ７ 遡及適用又は修正再表示を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡

及適用又は修正再表示の後の当期首残高を区分表示すること。 

（以下略） 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第６号の３ 

改正後 現行 

別紙様式第６号の３（第 59 条関係）                   （日本工業規格Ａ４）

（略） 

第２ 中間連結財務諸表 

１ 中間連結財務諸表の作成方針 

（略） 

２ 中間連結貸借対照表 

年度中（  年  月  日現在）中間連結貸借対照表 

(1) （生命保険株式会社及びその子会社等）              （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） （略） 

(略) 
新 株 予 約 権

非 支 配 株 主 持 分

純資産の部 合計 

（略） 

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

(2) （損害保険株式会社及びその子会社等）                          （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） （略） 

(略) 
新 株 予 約 権

非 支 配 株 主 持 分

純資産の部 合計 

（略） 

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

（記載上の注意）  

（略） 

(3) （生命保険相互会社及びその子会社等）                           （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） （略） 

(略)
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

合計 

非 支 配 株 主 持 分

純資産の部 合計 

資 産 の 部 合 計  負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

(4) （損害保険相互会社及びその子会社等）                           （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） （略） 

(略)
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

合計 

非 支 配 株 主 持 分

純資産の部 合計 

資 産 の 部 合 計  負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

（記載上の注意）  

別紙様式第６号の３（第 59 条関係） （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

第２ 中間連結財務諸表 

１ 中間連結財務諸表の作成方針 

（略） 

２ 中間連結貸借対照表 

年度中（  年  月  日現在）中間連結貸借対照表 

(1) （生命保険株式会社及びその子会社等）              （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） （略） 

(略) 
新 株 予 約 権

少 数 株 主 持 分

純資産の部 合計 

（略） 

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

(2) （損害保険株式会社及びその子会社等）                          （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） （略） 

(略) 
新 株 予 約 権

少 数 株 主 持 分

純資産の部 合計 

（略） 

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

（記載上の注意）  

（略） 

(3) （生命保険相互会社及びその子会社等）                           （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） （略） 

(略)
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

合計 

少 数 株 主 持 分

純資産の部 合計 

資 産 の 部 合 計  負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

(4) （損害保険相互会社及びその子会社等）                           （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） （略） 

(略)
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

合計 

少 数 株 主 持 分

純資産の部 合計 

資 産 の 部 合 計  負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

（記載上の注意）  
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（略） 

３ 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 

年度中 （ 年  月  日から

年  月  日まで） 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 

（記載上の注意） 

  （略） 

  (1)  (生命保険株式会社及びその子会社等－中間連結損益計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 利 益

（ 又 は 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 損 失 ）

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 利 益

（ 又 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 損 失 ）

  (2)  (損害保険株式会社及びその子会社等－中間連結損益計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 利 益

（ 又 は 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 損 失 ）

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 利 益

（ 又 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 損 失 ）

（記載上の注意） 

    １ （略） 

   ２ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでな

い。 

(1)  （略） 

    (2) １株当たり情報に関する次に掲げる事項 

① １株当たりの親会社株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間

純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する中間純利益金額（普

通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他のこれらに準

ずる権利が付された証券又は契約に係る権利が行使されることを仮定することにより

算定した１株当たりの親会社株主に帰属する中間純利益金額をいう。以下この様式に

おいて同じ。）（銭単位） 

② 株式会社が当中間連結会計期間又は当中間連結会計期間の末日後において株式の併

（略） 

３ 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 

年度中 （ 年  月  日から

年  月  日まで） 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 

（記載上の注意） 

  （略） 

  (1)  (生命保険株式会社及びその子会社等－中間連結損益計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

(2)  (損害保険株式会社及びその子会社等－中間連結損益計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

（記載上の注意） 

    １ （略） 

   ２ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでな

い。 

(1)  （略） 

    (2) １株当たり情報に関する次に掲げる事項 

① １株当たりの中間純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額（普通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権そ

の他のこれらに準ずる権利が付された証券又は契約に係る権利が行使されることを仮

定することにより算定した１株当たりの中間純利益金額をいう。以下この様式におい

て同じ。）（銭単位） 

② 株式会社が当中間連結会計期間又は当中間連結会計期間の末日後において株式の併

合又は株式の分割をした場合には、その旨並びに当中間連結会計期間の期首に株式の

併合又は株式の分割をしたと仮定して１株当たりの中間純利益金額又は中間純損失金
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合又は株式の分割をした場合には、その旨並びに当中間連結会計期間の期首に株式の

併合又は株式の分割をしたと仮定して１株当たりの親会社株主に帰属する中間純利益

金額又は親会社株主に帰属する中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり親会社

株主に帰属する中間純利益金額を算定している旨 

(3)  （略） 

   ３～５ （略） 

(3)  (保険株式会社及びその子会社等－中間連結包括利益計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

親 会 社 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

非 支 配 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

（記載上の注意） 

   （略） 

〔「中間連結損益計算書」及び「中間連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の計算書に表

示する場合〕 

(4) (生命保険株式会社及びその子会社等－中間連結損益及び包括利益計算書) 

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 利 益

 （ 又 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 損 失 ）

 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 利 益

 （ 又 は 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 損 失 ）

（削る） 

（削る） 

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

 親 会 社 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

 非 支 配 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

 (5) (損害保険株式会社及びその子会社等－中間連結損益及び包括利益計算書) 

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額を算定している旨 

(3)  （略） 

   ３～５ （略） 

(3)  (保険株式会社及びその子会社等－中間連結包括利益計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

親 会 社 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

少 数 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

（記載上の注意） 

   （略） 

〔「中間連結損益計算書」及び「中間連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の計算書に表

示する場合〕 

(4) (生命保険株式会社及びその子会社等－中間連結損益及び包括利益計算書) 

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

 親 会 社 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

 少 数 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

 (5) (損害保険株式会社及びその子会社等－中間連結損益及び包括利益計算書) 

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  
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法 人 税 等 合 計

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 利 益

 （ 又 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 損 失 ）

 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 利 益

 （ 又 は 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 損 失 ）

（削る） 

（削る） 

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

 親 会 社 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

 非 支 配 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

（記載上の注意） 

１ （略） 

２ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでな

い。 

(1)  （略） 

(2) １株当たり情報に関する次に掲げる事項 

① １株当たりの親会社株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間

純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する中間純利益金額（銭単

位） 

② 株式会社が当中間連結会計期間又は当中間連結会計期間の末日後において株式の併

合又は株式の分割をした場合には、その旨並びに当中間連結会計期間の期首に株式の併

合又は株式の分割をしたと仮定して１株当たりの親会社株主に帰属する中間純利益金

額又は親会社株主に帰属する中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり親会社株

主に帰属する中間純利益金額を算定している旨 

(3)  （略） 

３～７ （略） 

   (6)  (生命保険相互会社及びその子会社等－中間連結損益計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

中 間 純 剰 余 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 剰 余

（ 又 は 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 損 失 ）

親 会 社 に 帰 属 す る 中 間 純 剰 余

（ 又 は 親 会 社 に 帰 属 す る 中 間 純 損 失 ）

  (7)  (損害保険相互会社及びその子会社等－中間連結損益計算書)    

  (単位：百万円)

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

 親 会 社 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

 少 数 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

（記載上の注意） 

１ （略） 

２ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでな

い。 

(1)  （略） 

(2) １株当たり情報に関する次に掲げる事項 

① １株当たりの中間純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額（銭単位） 

② 株式会社が当中間連結会計期間又は当中間連結会計期間の末日後において株式の併

合又は株式の分割をした場合には、その旨並びに当中間連結会計期間の期首に株式の併

合又は株式の分割をしたと仮定して１株当たりの中間純利益金額又は中間純損失金額

及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額を算定している旨 

(3)  （略） 

３～７ （略） 

(6)  (生命保険相互会社及びその子会社等－中間連結損益計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 剰 余

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

中 間 純 剰 余 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

 (7)  (損害保険相互会社及びその子会社等－中間連結損益計算書)    

  (単位：百万円)
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科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

中 間 純 剰 余 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 剰 余

（ 又 は 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 損 失 ）

親 会 社 に 帰 属 す る 中 間 純 剰 余

（ 又 は 親 会 社 に 帰 属 す る 中 間 純 損 失 ）

（記載上の注意） 

    （略） 

(8)  (保険相互会社及びその子会社等－中間連結包括利益計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

中 間 純 剰 余 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

親 会 社 に 係 る 中 間 包 括 利 益

非 支 配 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

（記載上の注意） 

   （略） 

〔「中間連結損益計算書」及び「中間連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の計算書に表

示する場合〕 

(9) (生命保険相互会社及びその子会社等－中間連結損益及び包括利益計算書) 

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

中 間 純 剰 余 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

 親 会 社 に 帰 属 す る 中 間 純 剰 余

 （ 又 は 親 会 社 に 帰 属 す る 中 間 純 損 失 ）

 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 剰 余

 （ 又 は 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 損 失 ）

（削る） 

（削る） 

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

 親 会 社 に 係 る 中 間 包 括 利 益

 非 支 配 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

 (10) (損害保険相互会社及びその子会社等－中間連結損益及び包括利益計算書) 

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 剰 余

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

中 間 純 剰 余 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

（記載上の注意） 

    （略） 

(8)  (保険相互会社及びその子会社等－中間連結包括利益計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 剰 余

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

親 会 社 に 係 る 中 間 包 括 利 益

少 数 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

（記載上の注意） 

   （略） 

〔「中間連結損益計算書」及び「中間連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の計算書に表

示する場合〕 

(9) (生命保険相互会社及びその子会社等－中間連結損益及び包括利益計算書) 

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 剰 余

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

中 間 純 剰 余 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 剰 余

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

 親 会 社 に 係 る 中 間 包 括 利 益

 少 数 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

 (10) (損害保険相互会社及びその子会社等－中間連結損益及び包括利益計算書) 
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  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

中 間 純 剰 余 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

 親 会 社 に 帰 属 す る 中 間 純 剰 余

 （ 又 は 親 会 社 に 帰 属 す る 中 間 純 損 失 ）

 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 剰 余

 （ 又 は 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 損 失 ）

（削る） 

（削る） 

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

 親 会 社 に 係 る 中 間 包 括 利 益

 非 支 配 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

（記載上の注意） 

（略） 

 ４ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  （略） 

 ５ 中間連結株主資本等変動計算書 

年度中 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ）中間連結株主資本等変動計算書
（単位：百万円）

株主資本 その他の包括利益累計額 新株

予約

権 

非支

配株

主持

分 

純資産

合計 資本

金 

資本

剰余

金 

利益剰

余金 

自己株

式 

株主資

本合計

その

他有

価証

券評

価差

額金

繰延

ヘッ

ジ損

益 

土地

再評

価差

額金

為替

換算

調整

勘定

退職

給付

に係

る調

整累

計額

その

他の

包括

利益

累計

額合

計 

当期首残

高 ×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当中間期

変動額 

新株の

発行 
×× ×× ×× ××

剰余金

の配当
△×× △×× △××

親会社

株主に

帰属す

る中間

純利益

×× ×× ××

自己株 ×× ×× ××

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 剰 余

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

中 間 純 剰 余 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 剰 余

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

 親 会 社 に 係 る 中 間 包 括 利 益

 少 数 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

（記載上の注意） 

（略） 

４ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  （略） 

 ５ 中間連結株主資本等変動計算書 

年度中 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ）中間連結株主資本等変動計算書
（単位：百万円）

株主資本 その他の包括利益累計額 新株

予約

権 

少数

株主

持分

純資産

合計 資本

金 

資本

剰余

金 

利益剰

余金 

自己株

式 

株主資

本合計

その

他有

価証

券評

価差

額金

繰延

ヘッ

ジ損

益 

土地

再評

価差

額金

為替

換算

調整

勘定

退職

給付

に係

る調

整累

計額

その

他の

包括

利益

累計

額合

計 

当期首残

高 ×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当中間期

変動額 

新株の

発行 
×× ×× ×× ××

剰余金

の配当
△×× △×× △××

中間純

利益 
×× ×× ××

自己株

式の処

分 

×× ×× ××
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式の処

分 

・・・

・・・
××

株主資

本以外

の項目

の当中

間期変

動額 

(純額)

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当中間期

変動額合

計 

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当中間期

末残高 
×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

７ 遡及適用（中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第２条第 40 号に規定す

る遡及適用をいう。以下この様式において同じ。）、修正再表示（同条第 42 号に規定する修正再

表示をいう。以下この様式において同じ。）又は当中間連結会計期間の前連結会計年度における

企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及

び当該遡及適用、修正再表示又は当中間連結会計期間の前連結会計年度における企業結合に係る

暫定的な会計処理の確定の後の当期首残高を区分表示すること。 

６ 中間連結基金等変動計算書 

年度中 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 中間連結基金等変動計算書

（単位：百万円）

基金等 その他の包括利益累計額 非支

配株

主持

分 

純資産

合計 基金 基金

償却

積立

金 

再評

価積

立金

基金

償却

積立

金減

少差

益 

連結

剰余

金 

基金等

合計 

その 

他有 

価証 

券評 

価差 

額金 

繰延 

ヘッ 

ジ損 

益 

土地 

再評 

価差 

額金 

為替 

換算 

調整 

勘定 

退職 

給付 

に係 

る調 

整累 

計額 

その 

他の 

包括 

利益 

累計 

額合 

計 

当期首残

高 ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当中間期

変動額 

基金の

募集 
×× ×× ××

社員配

当準備

金の積

立 

△×× △×× △××

基金償

却積立

金の積

×× △×× ×× ××

・・・

・・・
××

株主資

本以外

の項目

の当中

間期変

動額 

(純額)

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当中間期

変動額合

計 

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当中間期

末残高 
×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

 ７ 遡及適用（中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第２条第 40 号に規定す

る遡及適用をいう。以下この様式において同じ。）又は修正再表示（同条第 42 号に規定する修正

再表示をいう。以下この様式において同じ。）を行った場合には、当期首残高に対する累積的影

響額及び当該遡及適用又は修正再表示の後の当期首残高を区分表示すること。 

６ 中間連結基金等変動計算書 

年度中 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 中間連結基金等変動計算書

（単位：百万円）

基金等 その他の包括利益累計額 少数 

株主 

持分 

純資産

合計 基金 基金

償却

積立

金 

再評

価積

立金

基金

償却

積立

金減

少差

益 

連結

剰余

金 

基金等

合計 

その 

他有 

価証 

券評 

価差 

額金 

繰延 

ヘッ 

ジ損 

益 

土地 

再評 

価差 

額金 

為替 

換算 

調整 

勘定 

退職 

給付 

に係 

る調 

整累 

計額 

その 

他の 

包括 

利益 

累計 

額合 

計 

当期首残

高 ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当中間期

変動額 

基金の

募集 
×× ×× ××

社員配

当準備

金の積

立 

△×× △×× △××

基金償

却積立

金の積

×× △×× ×× ××



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第６号の３ 

改正後 現行 

立 

基金利

息の支

払 

△×× △×× △××

親会社

に帰属

する中

間純剰

余 

×× ×× ××

基金の

償却 
△×× △×× △××

・・・

・・・
××

基金等

以外の

項目の

当中間

期変動

額 

(純額)

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当中間期

変動額合

計 

×× ×× － － ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当中間期

末残高 
×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

６ 遡及適用、修正再表示又は当中間連結会計期間の前連結会計年度における企業結合に係る暫定

的な会計処理の確定を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡及適用、修

正再表示又は当中間連結会計期間の前連結会計年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の

確定の後の当期首残高を区分表示すること。 

（以下略） 

立 

基金利

息の支

払 

△×× △×× △××

中間純

剰余 
×× ×× ××

基金の

償却 
△×× △×× △××

・・・

・・・
××

基金等

以外の

項目の

当中間

期変動

額 

(純額)

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当中間期

変動額合

計 

×× ×× － － ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当中間期

末残高 
×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

６ 遡及適用又は修正再表示を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡及適

用又は修正再表示の後の当期首残高を区分表示すること。 

（以下略） 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第７号 

改正後 現行 

別紙様式第７号（第 17 条の５、第 25 条の２及び第 59 条関係） （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

第１  

年度（ 年  月  日から

年  月  日まで）事業報告書 
１ 保険会社の現況に関する事項 

(1) 事業の経過及び成果等 

（略） 

(2) 財産及び損益の状況の推移 

［保険会社の状況について記載する場合］ 

（略） 

［企業集団の状況について記載する場合］ 

（生命保険会社の企業集団） 

  イ 企業集団の財産及び損益の状況の推移        

区      分    年度 年度 年度 年度（当期）

 百万円 百万円 百万円 百万円

経 常 収 益

経 常 利 益

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る

当 期 純 利 益

包 括 利 益

純 資 産 額

総 資 産

（記載上の注意） 

１ （略） 

   ２ 相互会社にあっては、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「親会社に帰属する当期純

剰余」に改めて記載すること。 

   ３～６ （略） 

  ロ 保険会社の財産及び損益の状況の推移 

   （略） 

（損害保険会社の企業集団） 

イ 企業集団の財産及び損益の状況の推移     

区      分    年度 年度 年度 年度（当期）

経 常 収 益

経 常 利 益

百万円 百万円 百万円 百万円

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る

当 期 純 利 益

包 括 利 益

別紙様式第７号（第 17 条の５、第 25 条の２及び第 59 条関係） （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

第１  

年度（ 年  月  日から

年  月  日まで）事業報告書 
１ 保険会社の現況に関する事項 

(1) 事業の経過及び成果等 

（略） 

(2) 財産及び損益の状況の推移 

［保険会社の状況について記載する場合］ 

（略） 

［企業集団の状況について記載する場合］ 

（生命保険会社の企業集団） 

  イ 企業集団の財産及び損益の状況の推移        

区      分    年度 年度 年度 年度（当期）

連 結 経 常 収 益

百万円 百万円 百万円 百万円

連 結 経 常 利 益

連 結 当 期 純 利 益

連 結 包 括 利 益

連 結 純 資 産 額

連 結 総 資 産

（記載上の注意） 

１ （略） 

   ２ 相互会社にあっては、「連結当期純利益」を「連結当期純剰余」に改めて記載すること。 

   ３～６ （略） 

   ロ 保険会社の財産及び損益の状況の推移 

   （略） 

（損害保険会社の企業集団） 

イ 企業集団の財産及び損益の状況の推移 

区      分    年度 年度 年度 年度（当期）

連 結 経 常 収 益

百万円 百万円 百万円 百万円

連 結 経 常 利 益

連 結 当 期 純 利 益

連 結 包 括 利 益

連 結 純 資 産 額



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第７号 

改正後 現行 

純 資 産 額

総 資 産

（記載上の注意） 

１ （略） 

   ２ 相互会社にあっては、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「親会社に帰属する当期純

剰余」に改めて記載すること。 

   ３～６ （略） 

  ロ 保険会社の財産及び損益の状況の推移 

   （略） 

  (3)～(10) （略） 

 ２～10 （略） 

 第２～第８ （略） 

第９ 

年度 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 株主資本等変動計算書

（略） 

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

７ 遡及適用（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第 51 項に規定する

遡及適用をいう。以下この様式において同じ。）、修正再表示（同条第 53 項に規定する修正

再表示をいう。以下この様式において同じ。）又は当該事業年度の前事業年度における企業

結合に係る暫定的な会計処理の確定を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及

び当該遡及適用、修正再表示又は当該事業年度の前事業年度における企業結合に係る暫定的

な会計処理の確定の後の当期首残高を区分表示すること。 

第 10 

年度 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 基金等変動計算書

（略） 

（記載上の注意） 

１～５ （略）  

６ 遡及適用、修正再表示又は当該事業年度の前事業年度における企業結合に係る暫定的な会

計処理の確定を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡及適用、修正

再表示又は当該事業年度の前事業年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定の

後の当期首残高を区分表示すること。 

（以下略） 

連 結 総 資 産

 （記載上の注意） 

１ （略） 

   ２ 相互会社にあっては、「連結当期純利益」を「連結当期純剰余」に改めて記載すること。 

   ３～６ （略） 

   ロ 保険会社の財産及び損益の状況の推移 

   （略） 

  (3)～(10) （略） 

  ２～10 （略） 

第２～第８ （略） 

第９ 

年度 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 株主資本等変動計算書

（略） 

（記載上の注意） 

１～６ （略）  

  ７ 遡及適用（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第 51 項に規定する

遡及適用をいう。以下この様式において同じ。）又は修正再表示（同条第 53 項に規定する修

正再表示をいう。以下この様式において同じ。）を行った場合には、当期首残高に対する累

積的影響額及び当該遡及適用又は修正再表示の後の当期首残高を区分表示すること。 

第 10 

年度 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 基金等変動計算書

（略） 

（記載上の注意） 

１～５ （略）  

 ６ 遡及適用又は修正再表示を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡

及適用又は修正再表示の後の当期首残高を区分表示すること。 

（以下略） 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第７号の２ 

改正後 現行 

別紙様式第７号の２（第 17 条の５、第 25 条の２及び第 59 条関係） （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

第１  

年度（ 年  月  日から

年  月  日まで）事業報告書 
１ 保険会社の現況に関する事項 

(1) 事業の経過及び成果等 

（略） 

(2) 財産及び損益の状況の推移 

［保険会社の状況について記載する場合］ 

（略） 

［企業集団の状況について記載する場合］ 

（生命保険会社の企業集団） 

  イ 企業集団の財産及び損益の状況の推移        

区      分    年度 年度 年度 年度（当期）

 百万円 百万円 百万円 百万円

経 常 収 益

経 常 利 益

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る

当 期 純 利 益

包 括 利 益

純 資 産 額

総 資 産

（記載上の注意） 

１ （略） 

   ２ 相互会社にあっては、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「親会社に帰属する当期純

剰余」に改めて記載すること。 

   ３～６ （略） 

  ロ 保険会社の財産及び損益の状況の推移 

   （略） 

（損害保険会社の企業集団） 

イ 企業集団の財産及び損益の状況の推移     

区      分    年度 年度 年度 年度（当期）

 百万円 百万円 百万円 百万円

経 常 収 益

経 常 利 益

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る

当 期 純 利 益

包 括 利 益

別紙様式第７号の２（第 17 条の５、第 25 条の２及び第 59 条関係） （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

第１  

年度（ 年  月  日から

年  月  日まで）事業報告書 
１ 保険会社の現況に関する事項 

(1) 事業の経過及び成果等 

（略） 

(2) 財産及び損益の状況の推移 

［保険会社の状況について記載する場合］ 

（略） 

［企業集団の状況について記載する場合］ 

（生命保険会社の企業集団） 

  イ 企業集団の財産及び損益の状況の推移        

区      分    年度 年度 年度 年度（当期）

 百万円 百万円 百万円 百万円

連 結 経 常 収 益

連 結 経 常 利 益

連 結 当 期 純 利 益

連 結 包 括 利 益

連 結 純 資 産 額

連 結 総 資 産

（記載上の注意） 

１ （略） 

   ２ 相互会社にあっては、「連結当期純利益」を「連結当期純剰余」に改めて記載すること。 

   ３～６ （略） 

   ロ 保険会社の財産及び損益の状況の推移 

   （略） 

（損害保険会社の企業集団） 

イ 企業集団の財産及び損益の状況の推移 

区      分    年度 年度 年度 年度（当期）

 百万円 百万円 百万円 百万円

連 結 経 常 収 益

連 結 経 常 利 益

連 結 当 期 純 利 益

連 結 包 括 利 益

連 結 純 資 産 額



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第７号の２ 

改正後 現行 

純 資 産 額

総 資 産

（記載上の注意） 

１ （略） 

   ２ 相互会社にあっては、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「親会社に帰属する当期純

剰余」に改めて記載すること。 

   ３～６ （略） 

  ロ 保険会社の財産及び損益の状況の推移 

   （略） 

  (3)～(10) （略） 

 ２～10 （略） 

 第２～第８ （略） 

第９ 

年度 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 株主資本等変動計算書

（略） 

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

７ 遡及適用（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第 51 項に規定する

遡及適用をいう。以下この様式において同じ。）、修正再表示（同条第 53 項に規定する修正

再表示をいう。以下この様式において同じ。）又は当該事業年度の前事業年度における企業

結合に係る暫定的な会計処理の確定を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及

び当該遡及適用、修正再表示又は当該事業年度の前事業年度における企業結合に係る暫定的

な会計処理の確定の後の当期首残高を区分表示すること。 

第 10 

年度 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 基金等変動計算書

（略） 

（記載上の注意） 

１～５ （略）  

６ 遡及適用、修正再表示又は当該事業年度の前事業年度における企業結合に係る暫定的な会

計処理の確定を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡及適用、修正

再表示又は当該事業年度の前事業年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定の

後の当期首残高を区分表示すること。 

（以下略） 

連 結 総 資 産

 （記載上の注意） 

１ （略） 

   ２ 相互会社にあっては、「連結当期純利益」を「連結当期純剰余」に改めて記載すること。 

   ３～６ （略） 

   ロ 保険会社の財産及び損益の状況の推移 

   （略） 

  (3)～(10) （略） 

  ２～10 （略） 

第２～第８ （略） 

第９ 

年度 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 株主資本等変動計算書

（略） 

（記載上の注意） 

１～６ （略）  

７ 遡及適用（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第 51 項に規定する

遡及適用をいう。以下この様式において同じ。）又は修正再表示（同条第 53項に規定する修

正再表示をいう。以下この様式において同じ。）を行った場合には、当期首残高に対する累

積的影響額及び当該遡及適用又は修正再表示の後の当期首残高を区分表示すること。 

第 10 

年度 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 基金等変動計算書

（略） 

（記載上の注意） 

１～５ （略）  

 ６ 遡及適用又は修正再表示を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡

及適用又は修正再表示の後の当期首残高を区分表示すること。 

（以下略） 
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別紙様式第７号の３（第 25 条の３及び第 59 条関係） （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

第２ 連結財務諸表 

１ 連結財務諸表の作成方針 

（略） 

２ 連結貸借対照表 

年度（  年  月  日現在）連結貸借対照表 

(1) （生命保険株式会社及びその子会社等）              （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） （略） 

(略) 
新 株 予 約 権

非 支 配 株 主 持 分

純資産の部 合計 

（略） 

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

(2) （損害保険株式会社及びその子会社等）                          （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） （略） 

(略) 
新 株 予 約 権

非 支 配 株 主 持 分

純資産の部 合計 

（略） 

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

（記載上の注意）  

（略） 

(3) （生命保険相互会社及びその子会社等）                           （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） （略） 

(略)
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

合計 

非 支 配 株 主 持 分

純資産の部 合計 

資 産 の 部 合 計  負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

(4) （損害保険相互会社及びその子会社等）                           （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） （略） 

(略)
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

合計 

非 支 配 株 主 持 分

純資産の部 合計 

資 産 の 部 合 計  負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

（記載上の注意）  

別紙様式第７号の３（第 25 条の３及び第 59 条関係） （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

第２ 連結財務諸表 

１ 連結財務諸表の作成方針 

（略） 

２ 連結貸借対照表 

年度（  年  月  日現在）連結貸借対照表 

(1) （生命保険株式会社及びその子会社等）              （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） （略） 

(略) 
新 株 予 約 権

少 数 株 主 持 分

純資産の部 合計 

（略） 

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

(2) （損害保険株式会社及びその子会社等）                          （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） （略） 

(略) 
新 株 予 約 権

少 数 株 主 持 分

純資産の部 合計 

（略） 

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

（記載上の注意）  

（略） 

(3) （生命保険相互会社及びその子会社等）                           （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） （略） 

(略)
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

合計 

少 数 株 主 持 分

純資産の部 合計 

資 産 の 部 合 計  負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

(4) （損害保険相互会社及びその子会社等）                           （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） （略） 

(略)
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

合計 

少 数 株 主 持 分

純資産の部 合計 

資 産 の 部 合 計  負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

（記載上の注意）  
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（略） 

３ 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

年度 （ 年  月  日から

年  月  日まで） 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（記載上の注意） 

  （略） 

  (1)  (生命保険株式会社及びその子会社等－連結損益計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益

（ 又 は 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 ）

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益

（ 又 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 ）

  (2)  (損害保険株式会社及びその子会社等－連結損益計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益

（ 又 は 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 ）

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益

（ 又 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 ）

（記載上の注意） 

    １ (略) 

   ２ 次の事項を注記すること。ただし、連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。

(1)  （略） 

    (2) １株当たり情報に関する次に掲げる事項 

① １株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期

純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額（普

通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他のこれらに準

ずる権利が付された証券又は契約に係る権利が行使されることを仮定することにより

算定した１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額をいう。以下この様式に

おいて同じ。）（銭単位） 

② 株式会社が当連結会計年度又は当連結会計年度の末日後において株式の併合又は株

式の分割をした場合には、その旨並びに当連結会計年度の期首に株式の併合又は株式

（略） 

３ 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

年度 （ 年  月  日から

年  月  日まで） 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（記載上の注意） 

  （略） 

  (1)  (生命保険株式会社及びその子会社等－連結損益計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

(2)  (損害保険株式会社及びその子会社等－連結損益計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

（記載上の注意） 

    １ (略) 

   ２ 次の事項を注記すること。ただし、連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。

(1)  （略） 

    (2) １株当たり情報に関する次に掲げる事項 

① １株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（普通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権そ

の他のこれらに準ずる権利が付された証券又は契約に係る権利が行使されることを仮

定することにより算定した１株当たりの当期純利益金額をいう。以下この様式におい

て同じ。）（銭単位） 

② 株式会社が当連結会計年度又は当連結会計年度の末日後において株式の併合又は株

式の分割をした場合には、その旨並びに当連結会計年度の期首に株式の併合又は株式

の分割をしたと仮定して１株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株

式調整後１株当たり当期純利益金額を算定している旨 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第７号の３ 

改正後 現行 

の分割をしたと仮定して１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会

社株主に帰属する当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属す

る当期純利益金額を算定している旨 

(3)  （略） 

   ３～５ （略） 

(3)  (保険株式会社及びその子会社等－連結包括利益計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益

非 支 配 株 主 に 係 る 包 括 利 益

（記載上の注意） 

   １～４ (略) 

５ 親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額を構成す

る項目のうち、当連結会計年度以前にその他の包括利益に含まれていた金額は、組替調整額

として、その他の包括利益の内訳項目ごとに注記すること。この注記は、上記４の注記と併

せて記載することができる。 

〔「連結損益計算書」及び「連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の計算書に表示する場

合〕 

(4) (生命保険株式会社及びその子会社等－連結損益及び包括利益計算書) 

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益

 （ 又 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 ）

 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益

 （ 又 は 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 ）

（削る） 

（削る） 

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

 親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益

 非 支 配 株 主 に 係 る 包 括 利 益

 (5) (損害保険株式会社及びその子会社等－連結損益及び包括利益計算書) 

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

(3)  （略） 

   ３～５ （略） 

(3)  (保険株式会社及びその子会社等－連結包括利益計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益

少 数 株 主 に 係 る 包 括 利 益

（記載上の注意） 

   １～４ (略) 

５ 当期純利益金額又は当期純損失金額を構成する項目のうち、当連結会計年度以前にその他

の包括利益に含まれていた金額は、組替調整額として、その他の包括利益の内訳項目ごとに

注記すること。この注記は、上記４の注記と併せて記載することができる。 

〔「連結損益計算書」及び「連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の計算書に表示する場

合〕 

(4) (生命保険株式会社及びその子会社等－連結損益及び包括利益計算書) 

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

 親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益

 少 数 株 主 に 係 る 包 括 利 益

 (5) (損害保険株式会社及びその子会社等－連結損益及び包括利益計算書) 

  (単位：百万円)

科       目 金               額 
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（略）  

法 人 税 等 合 計

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益

 （ 又 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 ）

 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益

 （ 又 は 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 ）

（削る） 

（削る） 

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

 親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益

 非 支 配 株 主 に 係 る 包 括 利 益

（記載上の注意） 

１ （略） 

２ 次の事項を注記すること。ただし、連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。

(1)  （略） 

(2) １株当たり情報に関する次に掲げる事項 

① １株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期

純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額（銭単

位） 

② 株式会社が当連結会計年度又は当連結会計年度の末日後において株式の併合又は株

式の分割をした場合には、その旨並びに当連結会計年度の期首に株式の併合又は株式の

分割をしたと仮定して１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社

株主に帰属する当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する

当期純利益金額を算定している旨 

(3)  （略） 

３～７ （略） 

８ 親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額を構成す

る項目のうち、当連結会計年度以前にその他の包括利益に含まれていた金額は、組替調整額

として、その他の包括利益の内訳項目ごとに注記すること。この注記は、上記７の注記と併

せて記載することができる。 

   (6)  (生命保険相互会社及びその子会社等－連結損益計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 剰 余

（ 又 は 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 ）

（略）  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

 親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益

 少 数 株 主 に 係 る 包 括 利 益

（記載上の注意） 

１ （略） 

２ 次の事項を注記すること。ただし、連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。

(1)  （略） 

(2) １株当たり情報に関する次に掲げる事項 

① １株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（銭単位） 

② 株式会社が当連結会計年度又は当連結会計年度の末日後において株式の併合又は株

式の分割をした場合には、その旨並びに当連結会計年度の期首に株式の併合又は株式の

分割をしたと仮定して１株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式

調整後１株当たり当期純利益金額を算定している旨 

(3)  （略） 

３～７ （略） 

８ 当期純利益金額又は当期純損失金額を構成する項目のうち、当連結会計年度以前にその他

の包括利益に含まれていた金額は、組替調整額として、その他の包括利益の内訳項目ごとに

注記すること。この注記は、上記７の注記と併せて記載することができる。 

(6)  (生命保険相互会社及びその子会社等－連結損益計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 剰 余

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）
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親 会 社 に 帰 属 す る 当 期 純 剰 余

（ 又 は 親 会 社 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 ）

  (7)  (損害保険相互会社及びその子会社等－連結損益計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 剰 余

（ 又 は 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 ）

親 会 社 に 帰 属 す る 当 期 純 剰 余

（ 又 は 親 会 社 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 ）

（記載上の注意） 

    （略） 

(8)  (保険相互会社及びその子会社等－連結包括利益計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

親 会 社 に 係 る 包 括 利 益

非 支 配 株 主 に 係 る 包 括 利 益

（記載上の注意） 

   １～４ （略） 

５ 親会社に帰属する当期純剰余金額又は親会社に帰属する当期純損失金額を構成する項目の

うち、当連結会計年度以前にその他の包括利益に含まれていた金額は、組替調整額として、

その他の包括利益の内訳項目ごとに注記すること。この注記は、上記４の注記と併せて記載

することができる。 

〔「連結損益計算書」及び「連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の計算書に表示する場

合〕 

(9) (生命保険相互会社及びその子会社等－連結損益及び包括利益計算書) 

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

 親 会 社 に 帰 属 す る 当 期 純 剰 余

 （ 又 は 親 会 社 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 ）

 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 剰 余

 （ 又 は 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 ）

当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

(7)  (損害保険相互会社及びその子会社等－連結損益計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 剰 余

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

（記載上の注意） 

    （略） 

(8)  (保険相互会社及びその子会社等－連結包括利益計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 剰 余

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

親 会 社 に 係 る 包 括 利 益

少 数 株 主 に 係 る 包 括 利 益

（記載上の注意） 

   １～４ （略） 

５ 当期純剰余金額又は当期純損失金額を構成する項目のうち、当連結会計年度以前にその他

の包括利益に含まれていた金額は、組替調整額として、その他の包括利益の内訳項目ごとに

注記すること。この注記は、上記４の注記と併せて記載することができる。 

〔「連結損益計算書」及び「連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の計算書に表示する場

合〕 

(9) (生命保険相互会社及びその子会社等－連結損益及び包括利益計算書) 

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 剰 余

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）
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（削る） 

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

 親 会 社 に 係 る 包 括 利 益

 非 支 配 株 主 に 係 る 包 括 利 益

 (10) (損害保険相互会社及びその子会社等－連結損益及び包括利益計算書) 

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

 親 会 社 に 帰 属 す る 当 期 純 剰 余

 （ 又 は 親 会 社 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 ）

 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 剰 余

 （ 又 は 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 ）

（削る） 

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

 親 会 社 に 係 る 包 括 利 益

 非 支 配 株 主 に 係 る 包 括 利 益

（記載上の注意） 

１～７ （略） 

８ 親会社に帰属する当期純剰余金額又は親会社に帰属する当期純損失金額を構成する項目の

うち、当連結会計年度以前にその他の包括利益に含まれていた金額は、組替調整額として、

その他の包括利益の内訳項目ごとに注記すること。この注記は、上記７の注記と併せて記載

することができる。 

 ４ 連結キャッシュ・フロー計算書 

  （略） 

 ５ 連結株主資本等変動計算書 

年度 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ）連結株主資本等変動計算書
（単位：百万円）

株主資本 その他の包括利益累計額 新株

予約

権 

非支

配株

主持

分 

純資産

合計 資本

金 

資本

剰余

金 

利益剰

余金 

自己株

式 

株主資

本合計

その

他有

価証

券評

価差

額金

繰延

ヘッ

ジ損

益 

土地

再評

価差

額金

為替

換算

調整

勘定

退職

給付

に係

る調

整累

計額

その

他の

包括

利益

累計

額合

計 

当期首残

高 ×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

     親 会 社 に 係 る 包 括 利 益

 少 数 株 主 に 係 る 包 括 利 益

 (10) (損害保険相互会社及びその子会社等－連結損益及び包括利益計算書) 

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 剰 余

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

 親 会 社 に 係 る 包 括 利 益

 少 数 株 主 に 係 る 包 括 利 益

（記載上の注意） 

１～７ （略） 

８ 当期純剰余金額又は当期純損失金額を構成する項目のうち、当連結会計年度以前にその他

の包括利益に含まれていた金額は、組替調整額として、その他の包括利益の内訳項目ごとに

注記すること。この注記は、上記７の注記と併せて記載することができる。 

４ 連結キャッシュ・フロー計算書 

  （略） 

 ５ 連結株主資本等変動計算書 

年度 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ）連結株主資本等変動計算書
（単位：百万円）

株主資本 その他の包括利益累計額 新株

予約

権 

少数

株主

持分

純資産

合計 資本

金 

資本

剰余

金 

利益剰

余金 

自己株

式 

株主資

本合計

その

他有

価証

券評

価差

額金

繰延

ヘッ

ジ損

益 

土地

再評

価差

額金

為替

換算

調整

勘定

退職

給付

に係

る調

整累

計額

その

他の

包括

利益

累計

額合

計 

当期首残

高 ×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××
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当期変動

額 

新株の

発行 
×× ×× ×× ××

剰余金

の配当
△×× △×× △××

親会社

株主に

帰属す

る当期

純利益

×× ×× ××

自己株

式の処

分 

×× ×× ××

・・・

・・・
××

株主資

本以外

の項目

の当期

変動額

(純額)

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当期変動

額合計 
×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当期末残

高 
×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

 ７ 遡及適用（連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第２条第 43 号に規定する遡

及適用をいう。以下この様式において同じ。）、修正再表示（同条第 45 号に規定する修正再表示

をいう。以下この様式において同じ。）又は当連結会計年度の前連結会計年度における企業結合

に係る暫定的な会計処理の確定を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡

及適用、修正再表示又は当連結会計年度の前連結会計年度における企業結合に係る暫定的な会計

処理の確定の後の当期首残高を区分表示すること。 

６ 連結基金等変動計算書 

年度 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 連結基金等変動計算書

（単位：百万円）

基金等 その他の包括利益累計額 非支

配株

主持

分 

純資産

合計 基金 基金

償却

積立

金 

再評

価積

立金

基金

償却

積立

金減

少差

益 

連結

剰余

金 

基金等

合計 

その 

他有 

価証 

券評 

価差 

額金 

繰延 

ヘッ 

ジ損 

益 

土地 

再評 

価差 

額金 

為替 

換算 

調整 

勘定 

退職 

給付 

に係 

る調 

整累 

計額 

その 

他の 

包括 

利益 

累計 

額合 

計 

当期首残

高 ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当期変動

当期変動

額 

新株の

発行 
×× ×× ×× ××

剰余金

の配当
△×× △×× △××

当期純

利益 
×× ×× ××

自己株

式の処

分 

×× ×× ××

・・・

・・・
××

株主資

本以外

の項目

の当期

変動額

(純額)

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当期変動

額合計 
×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当期末残

高 
×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

 ７ 遡及適用（連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第２条第 43 号に規定する遡及

適用をいう。以下この様式において同じ。）又は修正再表示（同条第 45 号に規定する修正再表示

をいう。以下この様式において同じ。）を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及び

当該遡及適用又は修正再表示の後の当期首残高を区分表示すること。 

６ 連結基金等変動計算書 

年度 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 連結基金等変動計算書

（単位：百万円）

基金等 その他の包括利益累計額 少数 

株主 

持分 

純資産

合計 基金 基金

償却

積立

金 

再評

価積

立金

基金

償却

積立

金減

少差

益 

連結

剰余

金 

基金等

合計 

その 

他有 

価証 

券評 

価差 

額金 

繰延 

ヘッ 

ジ損 

益 

土地 

再評 

価差 

額金 

為替 

換算 

調整 

勘定 

退職 

給付 

に係 

る調 

整累 

計額 

その 

他の 

包括 

利益 

累計 

額合 

計 

当期首残

高 ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当期変動



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第７号の３ 

改正後 現行 

額 

基金の

募集 
×× ×× ××

社員配

当準備

金の積

立 

△×× △×× △××

基金償

却積立

金の積

立 

×× △×× ×× ××

基金利

息の支

払 

△×× △×× △××

親会社

に帰属

する当

期純剰

余 

×× ×× ××

基金の

償却 
△×× △×× △××

・・・

・・・
××

基金等

以外の

項目の

当期変

動額 

(純額)

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当期変動

額合計 
×× ×× － － ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当期末残

高 
×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

（記載上の注意） 

１～５ （略）  

６ 遡及適用、修正再表示又は当連結会計年度の前連結会計年度における企業結合に係る暫定的な

会計処理の確定を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡及適用、修正再

表示又は当連結会計年度の前連結会計年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定の後

の当期首残高を区分表示すること。 

（以下略） 

額 

基金の

募集 
×× ×× ××

社員配

当準備

金の積

立 

△×× △×× △××

基金償

却積立

金の積

立 

×× △×× ×× ××

基金利

息の支

払 

△×× △×× △××

当期純

剰余 
×× ×× ××

基金の

償却 
△×× △×× △××

・・・

・・・
××

基金等

以外の

項目の

当期変

動額 

(純額)

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当期変動

額合計 
×× ×× － － ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当期末残

高 
×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

（記載上の注意） 

１～５ （略）  

６ 遡及適用又は修正再表示を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡及適

用又は修正再表示の後の当期首残高を区分表示すること。 

（以下略） 
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別紙様式第 14 号（第 210 条の 10 関係） （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

第２ 中間連結財務諸表 

１ 中間連結財務諸表の作成方針 

（略） 

２ 中間連結貸借対照表 

年度中（  年  月  日現在）中間連結貸借対照表 

(1) （生命保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等）

  （単位：百万円）

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） （略） 

(略) 
新 株 予 約 権

非 支 配 株 主 持 分

純資産の部 合計 

（略） 

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

(2) （損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等）

   （単位：百万円）

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） （略） 

(略) 
新 株 予 約 権

非 支 配 株 主 持 分

純資産の部 合計 

（略） 

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

（記載上の注意）  

（略） 

３ 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 

年度中 （ 年  月  日から

年  月  日まで） 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 

（記載上の注意） 

  （略） 

  (1)  (生命保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等－中間連結損益計算書)

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 利 益

（ 又 は 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 損 失 ）

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 利 益

別紙様式第 14 号（第 210 条の 10 関係） （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

第２ 中間連結財務諸表 

１ 中間連結財務諸表の作成方針 

（略） 

２ 中間連結貸借対照表 

年度中（  年  月  日現在）中間連結貸借対照表 

(1) （生命保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等） 

              （単位：百万円）

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） （略） 

(略) 
新 株 予 約 権

少 数 株 主 持 分

純資産の部 合計 

（略） 

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

(2) （損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等） 

                          （単位：百万円）

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） （略） 

(略) 
新 株 予 約 権

少 数 株 主 持 分

純資産の部 合計 

（略） 

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

（記載上の注意）  

（略） 

３ 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 

年度中 （ 年  月  日から

年  月  日まで） 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 

（記載上の注意） 

  （略） 

  (1)  (生命保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等－中間連結損益計算書)

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）
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（ 又 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 損 失 ）

  (2)  (損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等－中間連結損益計算書)

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 利 益

（ 又 は 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 損 失 ）

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 利 益

（ 又 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 損 失 ）

（記載上の注意） 

    １ （略） 

   ２ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでな

い。 

(1)  （略） 

    (2) １株当たり情報に関する次に掲げる事項 

① １株当たりの親会社株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間

純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する中間純利益金額（普

通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他のこれらに準

ずる権利が付された証券又は契約に係る権利が行使されることを仮定することにより

算定した１株当たりの親会社株主に帰属する中間純利益金額をいう。以下この様式に

おいて同じ。）（銭単位） 

② 保険持株会社が当中間連結会計期間又は当中間連結会計期間の末日後において株式

の併合又は株式の分割をした場合には、その旨並びに当中間連結会計期間の期首に株

式の併合又は株式の分割をしたと仮定して１株当たりの親会社株主に帰属する中間純

利益金額又は親会社株主に帰属する中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり親

会社株主に帰属する中間純利益金額を算定している旨 

(3)  （略） 

   ３～５ （略） 

(3)  (保険持株会社及びその子会社等－中間連結包括利益計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

親 会 社 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

非 支 配 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

（記載上の注意） 

   （略） 

(2)  (損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等－中間連結損益計算書)

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

（記載上の注意） 

    １ （略） 

   ２ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでな

い。 

(1)  （略） 

    (2) １株当たり情報に関する次に掲げる事項 

① １株当たりの中間純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額（普通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権そ

の他のこれらに準ずる権利が付された証券又は契約に係る権利が行使されることを仮

定することにより算定した１株当たりの中間純利益金額をいう。以下この様式におい

て同じ。）（銭単位） 

② 保険持株会社が当中間連結会計期間又は当中間連結会計期間の末日後において株式

の併合又は株式の分割をした場合には、その旨並びに当中間連結会計期間の期首に株

式の併合又は株式の分割をしたと仮定して１株当たりの中間純利益金額又は中間純損

失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額を算定している旨 

(3)  （略） 

   ３～５ （略） 

(3)  (保険持株会社及びその子会社等－中間連結包括利益計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

親 会 社 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

少 数 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

（記載上の注意） 
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〔「中間連結損益計算書」及び「中間連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の計算書に表

示する場合〕 

(4)  (生命保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等－中間連結損益及び包括利

益計算書) 

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 利 益

 （ 又 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 損 失 ）

 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 利 益

 （ 又 は 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 損 失 ）

（削る） 

（削る） 

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

 親 会 社 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

 非 支 配 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

 (5)  (損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等－中間連結損益及び包括利

益計算書) 

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 利 益

 （ 又 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 損 失 ）

 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 利 益

 （ 又 は 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 損 失 ）

（削る） 

（削る） 

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

 親 会 社 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

 非 支 配 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

（記載上の注意） 

１ （略） 

２ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでな

   （略） 

〔「中間連結損益計算書」及び「中間連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の計算書に表

示する場合〕 

(4) (生命保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等－中間連結損益及び包括利

益計算書) 

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

 親 会 社 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

 少 数 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

 (5) (損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等－中間連結損益及び包括利

益計算書) 

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

 親 会 社 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

 少 数 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

（記載上の注意） 

１ （略） 

２ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでな



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第14号 

改正後 現行 

い。 

(1)  （略） 

(2) １株当たり情報に関する次に掲げる事項 

① １株当たりの親会社株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間

純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する中間純利益金額（銭単

位） 

② 保険持株会社が当中間連結会計期間又は当中間連結会計期間の末日後において株式

の併合又は株式の分割をした場合には、その旨並びに当中間連結会計期間の期首に株式

の併合又は株式の分割をしたと仮定して１株当たりの親会社株主に帰属する中間純利

益金額又は親会社株主に帰属する中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり親会

社株主に帰属する中間純利益金額を算定している旨 

(3)  （略） 

３～７ （略） 

４ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  （略） 

５ 中間連結株主資本等変動計算書 

年度中 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ）中間連結株主資本等変動計算書
（単位：百万円）

株主資本 その他の包括利益累計額 新株

予約

権 

非支

配株

主持

分 

純資産

合計 資本

金 

資本

剰余

金 

利益剰

余金 

自己株

式 

株主資

本合計

その

他有

価証

券評

価差

額金

繰延

ヘッ

ジ損

益 

土地

再評

価差

額金

為替

換算

調整

勘定

退職

給付

に係

る調

整累

計額

その

他の

包括

利益

累計

額合

計 

当期首残

高 ×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当中間期

変動額 

新株の

発行 
×× ×× ×× ××

剰余金

の配当
△×× △×× △××

親会社

株主に

帰属す

る中間

純利益

×× ×× ××

自己株

式の処

分 

×× ×× ××

・・・

・・・
××

株主資

本以外
×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

い。 

(1)  （略） 

(2) １株当たり情報に関する次に掲げる事項 

① １株当たりの中間純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額（銭単位） 

② 保険持株会社が当中間連結会計期間又は当中間連結会計期間の末日後において株式

の併合又は株式の分割をした場合には、その旨並びに当中間連結会計期間の期首に株式

の併合又は株式の分割をしたと仮定して１株当たりの中間純利益金額又は中間純損失

金額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額を算定している旨 

(3)  （略） 

３～７ （略） 

４ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  （略） 

５ 中間連結株主資本等変動計算書 

年度中 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ）中間連結株主資本等変動計算書
（単位：百万円）

株主資本 その他の包括利益累計額 新株

予約

権 

少数

株主

持分

純資産

合計 資本

金 

資本

剰余

金 

利益剰

余金 

自己株

式 

株主資

本合計

その

他有

価証

券評

価差

額金

繰延

ヘッ

ジ損

益 

土地

再評

価差

額金

為替

換算

調整

勘定

退職

給付

に係

る調

整累

計額

その

他の

包括

利益

累計

額合

計 

当期首残

高 ×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当中間期

変動額 

新株の

発行 
×× ×× ×× ××

剰余金

の配当
△×× △×× △××

中間純

利益 
×× ×× ××

自己株

式の処

分 

×× ×× ××

・・・

・・・
××

株主資

本以外

の項目

の当中

間期変

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××
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の項目

の当中

間期変

動額 

(純額)

当中間期

変動額合

計 

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当中間期

末残高 
×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

７ 遡及適用（中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第２条第 40 号に規定す

る遡及適用をいう。）、修正再表示（同条第 42 号に規定する修正再表示をいう。）又は当中間連結

会計期間の前連結会計年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行った場合には、

当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡及適用、修正再表示又は当中間連結会計期間の前連

結会計年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定の後の当期首残高を区分表示する

こと。 

（以下略） 

動額 

(純額)

当中間期

変動額合

計 

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当中間期

末残高 
×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

 ７ 遡及適用（中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第２条第 40 号に規定す

る遡及適用をいう。）又は修正再表示（同条第 42 号に規定する修正再表示をいう。）を行った場

合には、当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡及適用又は修正再表示の後の当期首残高を

区分表示すること。 

（以下略） 
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別紙様式第 15 号（第 210 条の 10 関係） （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

第２ 連結財務諸表 

１ 連結財務諸表の作成方針 

（略） 

２ 連結貸借対照表 

年度（  年  月  日現在）連結貸借対照表 

(1) （生命保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等） 

              （単位：百万円）

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） （略） 

(略) 
新 株 予 約 権

非 支 配 株 主 持 分

純資産の部 合計 

（略） 

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

(2) （損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等）                

           （単位：百万円）

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） （略） 

(略) 
新 株 予 約 権

非 支 配 株 主 持 分

純資産の部 合計 

（略） 

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

（記載上の注意）  

（略） 

３ 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

年度 （ 年  月  日から

年  月  日まで） 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（記載上の注意） 

  （略） 

  (1)  (生命保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等－連結損益計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益

（ 又 は 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 ）

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益

別紙様式第 15 号（第 210 条の 10 関係） （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

第２ 連結財務諸表 

１ 連結財務諸表の作成方針 

（略） 

２ 連結貸借対照表 

年度（  年  月  日現在）連結貸借対照表 

(1) （生命保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等） 

              （単位：百万円）

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） （略） 

(略) 
新 株 予 約 権

少 数 株 主 持 分

純資産の部 合計 

（略） 

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

(2) （損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等） 

                          （単位：百万円）

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） （略） 

(略) 
新 株 予 約 権

少 数 株 主 持 分

純資産の部 合計 

（略） 

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

（記載上の注意）  

（略） 

３ 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

年度 （ 年  月  日から

年  月  日まで） 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（記載上の注意） 

  （略） 

  (1)  (生命保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等－連結損益計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）
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（ 又 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 ）

  (2)  (損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等－連結損益計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益

（ 又 は 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 ）

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益

（ 又 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 ）

（記載上の注意） 

    １ （略） 

   ２ 次の事項を注記すること。ただし、連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。

(1)  （略） 

    (2) １株当たり情報に関する次に掲げる事項 

① １株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期

純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額（普

通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他のこれらに準

ずる権利が付された証券又は契約に係る権利が行使されることを仮定することにより

算定した１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額をいう。以下この様式に

おいて同じ。）（銭単位） 

② 保険持株会社が当連結会計年度又は当連結会計年度の末日後において株式の併合又

は株式の分割をした場合には、その旨並びに当連結会計年度の期首に株式の併合又は

株式の分割をしたと仮定して１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は

親会社株主に帰属する当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰

属する当期純利益金額を算定している旨 

(3)  （略） 

   ３～５ （略） 

(3)  (保険株式会社及びその子会社等－連結包括利益計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益

非 支 配 株 主 に 係 る 包 括 利 益

（記載上の注意） 

   １～４ （略） 

５ 親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額を構成す

(2)  (損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等－連結損益計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

（記載上の注意） 

    １ （略） 

   ２ 次の事項を注記すること。ただし、連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。

(1)  （略） 

    (2) １株当たり情報に関する次に掲げる事項 

① １株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（普通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権そ

の他のこれらに準ずる権利が付された証券又は契約に係る権利が行使されることを仮

定することにより算定した１株当たりの当期純利益金額をいう。以下この様式におい

て同じ。）（銭単位） 

② 保険持株会社が当連結会計年度又は当連結会計年度の末日後において株式の併合又

は株式の分割をした場合には、その旨並びに当連結会計年度の期首に株式の併合又は

株式の分割をしたと仮定して１株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜

在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定している旨 

(3)  （略） 

   ３～５ （略） 

(3)  (保険持株会社及びその子会社等－連結包括利益計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益

少 数 株 主 に 係 る 包 括 利 益

（記載上の注意） 

   １～４ （略） 
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る項目のうち、当連結会計年度以前にその他の包括利益に含まれていた金額は、組替調整額

として、その他の包括利益の内訳項目ごとに注記すること。この注記は、上記４の注記と併

せて記載することができる。 

〔「連結損益計算書」及び「連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の計算書に表示する場

合〕 

(4) (生命保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等－連結損益及び包括利益計

算書) 

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益

 （ 又 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 ）

 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益

 （ 又 は 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 ）

（削る） 

（削る） 

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

 親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益

 非 支 配 株 主 に 係 る 包 括 利 益

 (5) (損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等－連結損益及び包括利益計

算書) 

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益

 （ 又 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 ）

 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益

 （ 又 は 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 ）

（削る） 

（削る） 

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

 親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益

 非 支 配 株 主 に 係 る 包 括 利 益

（記載上の注意） 

   ５ 当期純利益金額又は当期純損失金額を構成する項目のうち、当連結会計年度以前にその他

の包括利益に含まれていた金額は、組替調整額として、その他の包括利益の内訳項目ごとに

注記すること。この注記は、上記４の注記と併せて記載することができる。 

〔「連結損益計算書」及び「連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の計算書に表示する場

合〕 

(4) (生命保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等－連結損益及び包括利益計

算書) 

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

 親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益

 少 数 株 主 に 係 る 包 括 利 益

 (5) (損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等－連結損益及び包括利益計

算書) 

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

そ の 他 の 包 括 利 益

（略） 

 親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益

 少 数 株 主 に 係 る 包 括 利 益

（記載上の注意） 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第15号 

改正後 現行 

１ （略） 

２ 次の事項を注記すること。ただし、連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。

(1)  （略） 

(2) １株当たり情報に関する次に掲げる事項 

① １株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期

純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額（銭単

位） 

② 保険持株会社が当連結会計年度又は当連結会計年度の末日後において株式の併合又

は株式の分割をした場合には、その旨並びに当連結会計年度の期首に株式の併合又は株

式の分割をしたと仮定して１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親

会社株主に帰属する当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属

する当期純利益金額を算定している旨 

(3)  （略） 

３～７ （略） 

８ 親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額を構成す

る項目のうち、当連結会計年度以前にその他の包括利益に含まれていた金額は、組替調整額

として、その他の包括利益の内訳項目ごとに注記すること。この注記は、上記７の注記と併

せて記載することができる。 

  ４ 連結キャッシュ・フロー計算書 

  （略） 

  ５ 連結株主資本等変動計算書 

年度 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ）連結株主資本等変動計算書
（単位：百万円）

株主資本 その他の包括利益累計額 新株

予約

権 

非支

配株

主持

分 

純資産

合計 資本

金 

資本

剰余

金 

利益剰

余金 

自己株

式 

株主資

本合計

その

他有

価証

券評

価差

額金

繰延

ヘッ

ジ損

益 

土地

再評

価差

額金

為替

換算

調整

勘定

退職

給付

に係

る調

整累

計額

その

他の

包括

利益

累計

額合

計 

当期首残

高 ×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当期変動

額 

新株の

発行 
×× ×× ×× ××

剰余金

の配当
△×× △×× △××

親会社

株主に

帰属す

る当期

純利益

×× ×× ××

１ （略） 

２ 次の事項を注記すること。ただし、連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。

(1)  （略） 

(2) １株当たり情報に関する次に掲げる事項 

① １株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（銭単位） 

② 保険持株会社が当連結会計年度又は当連結会計年度の末日後において株式の併合又

は株式の分割をした場合には、その旨並びに当連結会計年度の期首に株式の併合又は株

式の分割をしたと仮定して１株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在

株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定している旨 

(3)  （略） 

３～７ （略） 

８ 当期純利益金額又は当期純損失金額を構成する項目のうち、当連結会計年度以前にその他

の包括利益に含まれていた金額は、組替調整額として、その他の包括利益の内訳項目ごとに

注記すること。この注記は、上記７の注記と併せて記載することができる。 

４ 連結キャッシュ・フロー計算書 

  （略） 

  ５ 連結株主資本等変動計算書 

年度 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ）連結株主資本等変動計算書
（単位：百万円）

株主資本 その他の包括利益累計額 新株

予約

権 

少数

株主

持分

純資産

合計 資本

金 

資本

剰余

金 

利益剰

余金 

自己株

式 

株主資

本合計

その

他有

価証

券評

価差

額金

繰延

ヘッ

ジ損

益 

土地

再評

価差

額金

為替

換算

調整

勘定

退職

給付

に係

る調

整累

計額

その

他の

包括

利益

累計

額合

計 

当期首残

高 ×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当期変動

額 

新株の

発行 
×× ×× ×× ××

剰余金

の配当
△×× △×× △××

当期純

利益 
×× ×× ××

自己株

式の処

分 

×× ×× ××



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第15号 

改正後 現行 

自己株

式の処

分 

×× ×× ××

・・・

・・・
××

株主資

本以外

の項目

の当期

変動額

(純額)

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当期変動

額合計 
×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当期末残

高 
×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

 ７ 遡及適用（連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第２条第 43 号に規定する遡

及適用をいう。）、修正再表示（同条第 45号に規定する修正再表示をいう。）又は当連結会計年度

の前連結会計年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行った場合には、当期首残

高に対する累積的影響額及び当該遡及適用、修正再表示又は当連結会計年度の前連結会計年度に

おける企業結合に係る暫定的な会計処理の確定の後の当期首残高を区分表示すること。 

（以下略） 

・・・

・・・
××

株主資

本以外

の項目

の当期

変動額

(純額)

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当期変動

額合計 
×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当期末残

高 
×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

 ７ 遡及適用（連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第２条第 43 号に規定する遡及

適用をいう。）又は修正再表示（同条第 45号に規定する修正再表示をいう。）を行った場合には、

当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡及適用又は修正再表示の後の当期首残高を区分表示

すること。 

（以下略） 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第1５号の２ 

改正案 現行 

別紙様式第 15 号の２（第 210 条の 11 関係）                     （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

１ 保険持株会社の現況に関する事項 

(1) 事業の経過及び成果等 

（略） 

(2) 財産及び損益の状況の推移 

［保険持株会社の状況について記載する場合］ 

（略） 

［企業集団の状況について記載する場合］ 

  イ 企業集団の財産及び損益の状況の推移             （単位：百万円） 

区      分    年度 年度 年度 年度（当期）

経 常 収 益

経 常 利 益

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る

当 期 純 利 益

包 括 利 益

純 資 産 額

総 資 産

（記載上の注意） 

（略） 

（以下略） 

別紙様式第 15 号の２（第 210 条の 11 関係）                   （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

１ 保険持株会社の現況に関する事項 

(1) 事業の経過及び成果等  

（略） 

(2) 財産及び損益の状況の推移 

［保険持株会社の状況について記載する場合］ 

（略） 

［企業集団の状況について記載する場合］ 

  イ 企業集団の財産及び損益の状況の推移                         （単位：百万円） 

区      分    年度 年度 年度 年度（当期）

連 結 経 常 収 益

連 結 経 常 利 益

連 結 当 期 純 利 益

連 結 包 括 利 益

連 結 純 資 産 額

連 結 総 資 産

（記載上の注意） 

（略） 

（以下略） 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第16号の17 

改正後 現行 

別紙様式第 16 号の 17（第 17 条の５、第 25 条の２及び第 211 条の 36 第１項関係） 

 （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

第１ 事業報告書 

年度（ 年  月  日から

年  月  日まで）事業報告書 
 １ 少額短期保険業者の現況に関する事項 

(1) 事業の経過及び成果等 

（略） 

(2) 財産及び損益の状況の推移 

［少額短期保険業者の状況について記載する場合］ 

 （略） 

［企業集団の状況について記載する場合］ 

  イ 企業集団の財産及び損益の状況の推移        

                   （単位：千円） 

区      分    年度 年度 年度
年度

（当期） 

経常収益 

経常利益 

親会社株主に帰属する当期純

利益 

包括利益 

純資産額 

総資産 

（記載上の注意） 

１ （略） 

   ２ 相互会社にあっては、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「親会社に帰属する当期純剰

余」に改めて記載すること。 

   ３～６ （略） 

   ロ 少額短期保険業者の財産及び損益の状況の推移 

   （略） 

 (3)～(10) （略）  

２～10 （略） 

第２～第８ （略） 

第９ 株主資本等変動計算書 

年度 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 株主資本等変動計算書

（略） 

別紙様式第 16 号の 17（第 17 条の５、第 25 条の２及び第 211 条の 36 第１項関係） 

 （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

第１ 事業報告書 

年度（ 年  月  日から

年  月  日まで）事業報告書 
 １ 少額短期保険業者の現況に関する事項 

(1) 事業の経過及び成果等 

（略） 

(2) 財産及び損益の状況の推移 

［少額短期保険業者の状況について記載する場合］ 

 （略） 

［企業集団の状況について記載する場合］ 

  イ 企業集団の財産及び損益の状況の推移        

                   （単位：千円） 

区      分    年度 年度 年度
年度

（当期） 

連結経常収益 

連結経常利益 

連結当期純利益 

連結包括利益 

連結純資産額 

連結総資産 

（記載上の注意） 

１ （略） 

   ２ 相互会社にあっては、「連結当期純利益」を「連結当期純剰余」に改めて記載すること。 

   ３～６ （略） 

   ロ 少額短期保険業者の財産及び損益の状況の推移 

   （略） 

  (3)～(10) （略）  

２～10 （略） 

第２～第８ （略） 

第９ 株主資本等変動計算書 

年度 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 株主資本等変動計算書

（略） 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第16号の17 

改正後 現行 

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

７ 遡及適用（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第 51 項に規定する

遡及適用をいう。以下この様式において同じ。）、修正再表示（同条第 53 項に規定する修正

再表示をいう。以下この様式において同じ。）又は当該事業年度の前事業年度における企業

結合に係る暫定的な会計処理の確定を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及

び当該遡及適用、修正再表示又は当該事業年度の前事業年度における企業結合に係る暫定的

な会計処理の確定の後の当期首残高を区分表示すること。 

第 10 基金等変動計算書 

年度 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 基金等変動計算書

（略） 

（記載上の注意） 

１～５ （略）  

６ 遡及適用、修正再表示又は当該事業年度の前事業年度における企業結合に係る暫定的な会

計処理の確定を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡及適用、修正

再表示又は当該事業年度の前事業年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定の

後の当期首残高を区分表示すること。 

（以下略）

（記載上の注意） 

１～６ （略）  

  ７ 遡及適用（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第 51 項に規定する

遡及適用をいう。以下この様式において同じ。）又は修正再表示（同条第 53 項に規定する修

正再表示をいう。以下この様式において同じ。）を行った場合には、当期首残高に対する累

積的影響額及び当該遡及適用又は修正再表示の後の当期首残高を区分表示すること。 

第 10 基金等変動計算書 

年度 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 基金等変動計算書

（略） 

（記載上の注意） 

１～５ （略）  

   ６ 遡及適用又は修正再表示を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡

及適用又は修正再表示の後の当期首残高を区分表示すること。 

（以下略） 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第16号の18 

改正後 現行 

別紙様式第 16 号の 18（第 211 条の 36 第２項関係） （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

第１ 中間事業報告書 

年度中（ 年  月  日から

年  月  日まで）中間事業報告書 
１ 事業の経過及び成果等 

（略） 

２ 財産及び損益の状況の推移 

〔少額短期保険業者の状況について記載する場合〕 

 （略） 

〔企業集団の状況について記載する場合〕 

  イ 企業集団の財産及び損益の状況の推移        

      （単位：千円） 

    区      分 前期末 
前中間連結会

計期間末 

当中間連結会

計期間末 

経常収益 

経常利益 

親会社株主に帰属する中間（当期）

純利益 

中間包括利益（包括利益） 

純資産額 

総資産 

（記載上の注意） 

１ （略） 

   ２ 相互会社にあっては、「親会社株主に帰属する中間（当期）純利益」を「親会社に帰属す

る中間（当期）純剰余」に改めて記載すること。 

   ３～５ （略） 

   ロ 少額短期保険業者の財産及び損益の状況の推移 

    （略） 

３～９ （略） 

第２～第４ （略） 

第５ 中間株主資本等変動計算書 

年度中 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 中間株主資本等変動計算書

（略） 

（記載上の注意） 

１～６ （略）  

７ 遡及適用（中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第２条の２第 35 号に

別紙様式第 16 号の 18（第 211 条の 36 第２項関係） （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

第１ 中間事業報告書 

年度中（ 年  月  日から

年  月  日まで）中間事業報告書 
１ 事業の経過及び成果等 

（略） 

２ 財産及び損益の状況の推移 

〔少額短期保険業者の状況について記載する場合〕 

 （略） 

〔企業集団の状況について記載する場合〕 

  イ 企業集団の財産及び損益の状況の推移        

      （単位：千円） 

    区      分 前期末 
前中間連結会

計期間末 

当中間連結会

計期間末 

連結経常収益 

連結経常利益 

連結中間（当期）純利益 

連結包括利益 

連結純資産額 

連結総資産 

（記載上の注意） 

１ （略） 

   ２ 相互会社にあっては、「連結中間（当期）純利益」を「連結中間（当期）純剰余」に改め

て記載すること。 

   ３～５ （略） 

   ロ 少額短期保険業者の財産及び損益の状況の推移 

    （略）                

３～９ （略） 

第２～第４ （略） 

第５ 中間株主資本等変動計算書 

年度中 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 中間株主資本等変動計算書

（略） 

（記載上の注意） 

１～６ （略）  

  ７ 遡及適用（中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第２条の２第 35 号に
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規定する遡及適用をいう。以下この様式において同じ。）、修正再表示（同条第 37 号に規定

する修正再表示をいう。以下この様式において同じ。）又は当中間会計期間の前事業年度に

おける企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行った場合には、当期首残高に対する累積

的影響額及び当該遡及適用、修正再表示又は当中間会計期間の前事業年度における企業結合

に係る暫定的な会計処理の確定の後の当期首残高を区分表示すること。 

第６ 中間基金等変動計算書 

年度中 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 中間基金等変動計算書

（略） 

（記載上の注意） 

１～５ （略）  

６ 遡及適用、修正再表示又は当中間会計期間の前事業年度における企業結合に係る暫定的な

会計処理の確定を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡及適用、修

正再表示又は当中間会計期間の前事業年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確

定の後の当期首残高を区分表示すること。 

（以下略）

規定する遡及適用をいう。以下この様式において同じ。）又は修正再表示（同条第 37 号に規

定する修正再表示をいう。以下この様式において同じ。）を行った場合には、当期首残高に

対する累積的影響額及び当該遡及適用又は修正再表示の後の当期首残高を区分表示するこ

と。 

第６ 中間基金等変動計算書 

年度中 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 中間基金等変動計算書

（略） 

（記載上の注意） 

１～５ （略）  

  ６ 遡及適用又は修正再表示を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡

及適用又は修正再表示の後の当期首残高を区分表示すること。 

（以下略） 
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別紙様式第 16 号の 19（第 211 条の 36 第４項関係） （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

第２ 中間連結財務諸表 

１ 中間連結財務諸表の作成方針 

（略） 

２ 中間連結貸借対照表 

年度中（  年  月  日現在）中間連結貸借対照表 

(1) 少額短期保険株式会社及びその子会社等                

（単位：千円）

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）

(略) 
新株予約権 

非支配株主持分 

純資産の部 合計 

（略） 

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

（記載上の注意）  

（略） 

(2)  少額短期保険相互会社及びその子会社等    

                         （単位：千円）

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）

(略)
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

合計 

非支配株主持分 

純資産の部 合計 

資 産 の 部 合 計  負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

（記載上の注意）  

（略） 

３ 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 

年度中 （ 年  月  日から

年  月  日まで） 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 

（記載上の注意） 

  （略） 

  (1)  少額短期保険株式会社及びその子会社等－中間連結損益計算書    

  (単位：千円)

科       目 金               額 

（略）  

法人税等合計 

中間純利益（又は中間純損失） 

別紙様式第 16 号の 19（第 211 条の 36 第４項関係） （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

第２ 中間連結財務諸表 

１ 中間連結財務諸表の作成方針 

（略） 

２ 中間連結貸借対照表 

年度中（  年  月  日現在）中間連結貸借対照表 

(1) 少額短期保険株式会社及びその子会社等                

（単位：千円）

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）

(略) 
新株予約権 

少数株主持分 

純資産の部 合計 

（略） 

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

（記載上の注意）  

（略） 

(2)  少額短期保険相互会社及びその子会社等    

                         （単位：千円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）

(略)
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

合計 

少数株主持分 

純資産の部 合計 

資 産 の 部 合 計  負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

（記載上の注意）  

（略） 

３ 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 

年度中 （ 年  月  日から

年  月  日まで） 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 

（記載上の注意） 

  （略） 

  (1)  少額短期保険株式会社及びその子会社等－中間連結損益計算書    

  (単位：千円)

科       目 金               額 

（略）  

法人税等合計 

少数株主損益調整前中間純利益 
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非支配株主に帰属する中間純利益 

（又は非支配株主に帰属する中間純損失） 

親会社株主に帰属する中間純利益 

（又は親会社株主に帰属する中間純損失） 

  （記載上の注意） 

   １ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでな

い。 

    (1)  （略） 

    (2) １株当たり情報に関する次に掲げる事項 

① １株当たりの親会社株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間

純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する中間純利益金額（普

通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他のこれらに準

ずる権利が付された証券又は契約に係る権利が行使されることを仮定することにより

算定した１株当たりの親会社株主に帰属する中間純利益金額をいう。以下この様式に

おいて同じ。）（銭単位） 

② 株式会社が当中間連結会計期間又は当中間連結会計期間の末日後において株式の併

合又は株式の分割をした場合には、その旨並びに当中間連結会計期間の期首に株式の

併合又は株式の分割をしたと仮定して１株当たりの親会社株主に帰属する中間純利益

金額又は親会社株主に帰属する中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり親会社

株主に帰属する中間純利益金額を算定している旨 

(3)  （略） 

   ２・３ （略） 

 (2)  少額短期保険株式会社及びその子会社等－中間連結包括利益計算書    

  (単位：千円)

科       目 金               額 

中間純利益（又は中間純損失） 

その他の包括利益 

（略） 

親会社株主に係る中間包括利益 

非支配株主に係る中間包括利益 

（記載上の注意） 

   （略） 

〔「中間連結損益計算書」及び「中間連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の計算書に表

示する場合〕 

(3) 少額短期保険株式会社及びその子会社等－中間連結損益及び包括利益計算書 

  (単位：千円)

科       目 金               額 

（略）  

法人税等合計  

（又は少数株主損益調整前中間純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失） 

中間純利益（又は中間純損失） 

  （記載上の注意） 

    １ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでな

い。 

    (1)  （略） 

    (2) １株当たり情報に関する次に掲げる事項 

① １株当たりの中間純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額（普通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権そ

の他のこれらに準ずる権利が付された証券又は契約に係る権利が行使されることを仮

定することにより算定した１株当たりの中間純利益金額をいう。以下この様式におい

て同じ。）（銭単位） 

② 株式会社が当中間連結会計期間又は当中間連結会計期間の末日後において株式の併

合又は株式の分割をした場合には、その旨並びに当中間連結会計期間の期首に株式の

併合又は株式の分割をしたと仮定して１株当たりの中間純利益金額又は中間純損失金

額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額を算定している旨 

(3)  （略） 

   ２・３ （略） 

(2) 少額短期保険株式会社及びその子会社等－中間連結包括利益計算書   

  (単位：千円)

科       目 金               額 

少数株主損益調整前中間純利益 

（又は少数株主損益調整前中間純損失） 

その他の包括利益 

（略） 

親会社株主に係る中間包括利益 

少数株主に係る中間包括利益 

（記載上の注意） 

   （略） 

〔「中間連結損益計算書」及び「中間連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の計算書に表

示する場合〕 

(3) 少額短期保険株式会社及びその子会社等－中間連結損益及び包括利益計算書 

  (単位：千円)

科       目 金               額 

（略）  

法人税等合計  
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中間純利益（又は中間純損失） 

親会社株主に帰属する中間純利益 

（又は親会社株主に帰属する中間純損失） 

非支配株主に帰属する中間純利益 

（又は非支配株主に帰属する中間純損失） 

（削る） 

その他の包括利益 

（略） 

 親会社株主に係る中間包括利益 

 非支配株主に係る中間包括利益 

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでな

い。 

(1)  （略） 

(2) １株当たり情報に関する次に掲げる事項 

① １株当たりの親会社株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間

純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する中間純利益金額（銭単

位） 

② 株式会社が当中間連結会計期間又は当中間連結会計期間の末日後において株式の併

合又は株式の分割をした場合には、その旨並びに当中間連結会計期間の期首に株式の併

合又は株式の分割をしたと仮定して１株当たりの親会社株主に帰属する中間純利益金

額又は親会社株主に帰属する中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり親会社株

主に帰属する中間純利益金額を算定している旨 

(3)  （略） 

２～５ （略） 

   (4)  少額短期保険相互会社及びその子会社等－中間連結損益計算書    

  (単位：千円)

科       目 金               額 

（略）  

法人税等合計 

中間純剰余（又は中間純損失） 

非支配株主に帰属する中間純剰余 

（又は非支配株主に帰属する中間純損失） 

親会社に帰属する中間純剰余 

（又は親会社に帰属する中間純損失） 

  （記載上の注意） 

    （略） 

(5)  少額短期保険相互会社及びその子会社等－中間連結包括利益計算書    

  (単位：千円)

科       目 金               額 

少数株主損益調整前中間純利益 

（又は少数株主損益調整前中間純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失） 

中間純利益（又は中間純損失） 

少数株主損益調整前中間純利益 

（又は少数株主損益調整前中間純損失） 

その他の包括利益 

（略） 

 親会社株主に係る中間包括利益 

 少数株主に係る中間包括利益 

 （記載上の注意） 

    １ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでな

い。 

    (1)  （略） 

    (2) １株当たり情報に関する次に掲げる事項 

① １株当たりの中間純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額（銭単位） 

② 株式会社が当中間連結会計期間又は当中間連結会計期間の末日後において株式の併

合又は株式の分割をした場合には、その旨並びに当中間連結会計期間の期首に株式の

併合又は株式の分割をしたと仮定して１株当たりの中間純利益金額又は中間純損失金

額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額を算定している旨 

(3)  （略） 

   ２～５ （略） 

(4)  少額短期保険相互会社及びその子会社等－中間連結損益計算書    

  (単位：千円)

科       目 金               額 

（略）  

法人税等合計 

少数株主損益調整前中間純剰余 

（又は少数株主損益調整前中間純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失） 

中間純剰余（又は中間純損失） 

  （記載上の注意） 

    （略） 

(5)  少額短期保険相互会社及びその子会社等－中間連結包括利益計算書    

  (単位：千円)

科       目 金               額 
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中間純剰余（又は中間純損失） 

その他の包括利益 

（略） 

親会社に係る中間包括利益 

非支配株主に係る中間包括利益 

（記載上の注意） 

   （略） 

〔「中間連結損益計算書」及び「中間連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の計算書に表

示する場合〕 

(6) 少額短期保険相互会社及びその子会社等－中間連結損益及び包括利益計算書 

  (単位：千円)

科       目 金               額 

（略）  

法人税等合計 

中間純剰余（又は中間純損失） 

親会社に帰属する中間純剰余 

（又は親会社に帰属する中間純損失） 

非支配株主に帰属する中間純剰余 

（又は非支配株主に帰属する中間純損失） 

（削る） 

その他の包括利益 

（略） 

 親会社に係る中間包括利益 

 非支配株主に係る中間包括利益 

（記載上の注意） 

（略） 

 ４ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  （略） 

 ５ 中間連結株主資本等変動計算書 

年度中 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ）中間連結株主資本等変動計算書
（単位：千円）

株主資本 その他の包括利益累計額 新株

予約

権 

非支

配株

主持

分 

純資産

合計 資本

金 

資本

剰余

金 

利益剰

余金 

自己株

式 

株主資

本合計

その

他有

価証

券評

価差

額金

繰延

ヘッ

ジ損

益 

土地

再評

価差

額金

為替

換算

調整

勘定

退職

給付

に係

る調

整累

計額

その

他の

包括

利益

累計

額合

計 

少数株主損益調整前中間純剰余 

（又は少数株主損益調整前中間純損失） 

その他の包括利益 

（略） 

親会社に係る中間包括利益 

少数株主に係る中間包括利益 

（記載上の注意） 

   （略） 

〔「中間連結損益計算書」及び「中間連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の計算書に表

示する場合〕 

(6) 少額短期保険相互会社及びその子会社等－中間連結損益及び包括利益計算書 

  (単位：千円)

科       目 金               額 

（略）  

法人税等合計 

少数株主損益調整前中間純剰余 

（又は少数株主損益調整前中間純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失） 

中間純剰余（又は中間純損失） 

少数株主損益調整前中間純剰余 

（又は少数株主損益調整前中間純損失） 

その他の包括利益 

（略） 

親会社に係る中間包括利益 

少数株主に係る中間包括利益 

（記載上の注意） 

（略） 

 ４ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  （略） 

 ５ 中間連結株主資本等変動計算書 

年度中 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ）中間連結株主資本等変動計算書
（単位：千円）

株主資本 その他の包括利益累計額 新株

予約

権 

少数

株主

持分

純資産

合計 資本

金 

資本

剰余

金 

利益剰

余金 

自己株

式 

株主資

本合計

その

他有

価証

券評

価差

額金

繰延

ヘッ

ジ損

益 

土地

再評

価差

額金

為替

換算

調整

勘定

退職

給付

に係

る調

整累

計額

その

他の

包括

利益

累計

額合

計 
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当期首残

高 ×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当中間期

変動額 

新株の

発行 
×× ×× ×× ××

剰余金

の配当
△×× △×× △××

親会社

株主に

帰属す

る中間

純利益

×× ×× ××

自己株

式の処

分 

×× ×× ××

・・・

・・・
××

株主資

本以外

の項目

の当中

間期変

動額 

(純額)

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当中間期

変動額合

計 

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当中間期

末残高 
×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

７ 遡及適用（中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第２条第 40 号に規定す

る遡及適用をいう。以下この様式において同じ。）、修正再表示（同条第 42 号に規定する修正再

表示をいう。以下この様式において同じ。）又は当中間連結会計期間の前連結会計年度における

企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及

び当該遡及適用、修正再表示又は当中間連結会計期間の前連結会計年度における企業結合に係る

暫定的な会計処理の確定の後の当期首残高を区分表示すること。 

６ 中間連結基金等変動計算書 

年度中 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 中間連結基金等変動計算書

（単位：千円）

基金等 その他の包括利益累計額 非支 純資産

当期首残

高 ×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当中間期

変動額 

新株の

発行 
×× ×× ×× ××

剰余金

の配当
△×× △×× △××

中間純

利益 
×× ×× ××

自己株

式の処

分 

×× ×× ××

・・・

・・・
××

株主資

本以外

の項目

の当中

間期変

動額 

(純額)

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当中間期

変動額合

計 

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当中間期

末残高 
×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

７ 遡及適用（中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第２条第 40 号に規定す

る遡及適用をいう。以下この様式において同じ。）又は修正再表示（同条第 42 号に規定する修正

再表示をいう。以下この様式において同じ。）を行った場合には、当期首残高に対する累積的影

響額及び当該遡及適用又は修正再表示の後の当期首残高を区分表示すること。 

６ 中間連結基金等変動計算書 

年度中 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 中間連結基金等変動計算書

（単位：千円）

基金等 その他の包括利益累計額 少数 純資産
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基金 基金

償却

積立

金 

再評

価積

立金

基金

償却

積立

金減

少差

益 

連結

剰余

金 

基金等

合計 

その 

他有 

価証 

券評 

価差 

額金 

繰延 

ヘッ 

ジ損 

益 

土地 

再評 

価差 

額金 

為替 

換算 

調整 

勘定 

退職 

給付 

に係 

る調 

整累 

計額 

その 

他の 

包括 

利益 

累計 

額合 

計 

配株

主持

分 

合計 

当期首残

高 ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当中間期

変動額 

基金の

募集 
×× ×× ××

・・・

の積立
×× ×× ××

親会社

に帰属

する中

間純剰

余 

×× ×× ××

・・・

・・・
××

基金等

以外の

項目の

当中間

期変動

額 

(純額)

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当中間期

変動額合

計 

×× － － － ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当中間期

末残高 
×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

６ 遡及適用、修正再表示又は当中間連結会計期間の前連結会計年度における企業結合に係る暫定

的な会計処理の確定を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡及適用、修

正再表示又は当中間連結会計期間の前連結会計年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の

確定の後の当期首残高を区分表示すること。 

（以下略） 

基金 基金

償却

積立

金 

再評

価積

立金

基金

償却

積立

金減

少差

益 

連結

剰余

金 

基金等

合計 

その 

他有 

価証 

券評 

価差 

額金 

繰延 

ヘッ 

ジ損 

益 

土地 

再評 

価差 

額金 

為替 

換算 

調整 

勘定 

退職 

給付 

に係 

る調 

整累 

計額 

その 

他の 

包括 

利益 

累計 

額合 

計 

株主 

持分 

合計 

当期首残

高 ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当中間期

変動額 

基金の

募集 
×× ×× ××

・・・

の積立
×× ×× ××

中間純

剰余 
×× ×× ××

・・・

・・・
××

基金等

以外の

項目の

当中間

期変動

額 

(純額)

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当中間期

変動額合

計 

×× － － － ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当中間期

末残高 
×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

６ 遡及適用又は修正再表示を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡及適

用又は修正再表示の後の当期首残高を区分表示すること。 

（以下略） 
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別紙様式第 16 号の 20（第 211 条の 36 第４項関係） （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

第２ 連結財務諸表 

１ 連結財務諸表の作成方針 

（略） 

２ 連結貸借対照表 

年度（  年  月  日現在）連結貸借対照表 

(1) 少額短期保険株式会社及びその子会社等 

                                    （単位：千円）

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）

(略) 
新 株 予 約 権

非 支 配 株 主 持 分

純資産の部 合計 

（略） 

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

（記載上の注意）  

（略） 

(2) 少額短期保険相互会社及びその子会社等 

                                                 （単位：千円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）

(略)
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

合計 

非 支 配 株 主 持 分

純資産の部 合計 

資 産 の 部 合 計  負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

（記載上の注意）  

（略） 

３ 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

年度 （ 年  月  日から

年  月  日まで） 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（記載上の注意） 

  （略） 

  (1)  少額短期保険株式会社及びその子会社等－連結損益計算書    

  (単位：千円)

科       目 金               額 

（略）  

法人税等合計 

当期純利益（又は当期純損失） 

別紙様式第 16 号の 20（第 211 条の 36 第４項関係） （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

第２ 連結財務諸表 

１ 連結財務諸表の作成方針 

（略） 

２ 連結貸借対照表 

年度（  年  月  日現在）連結貸借対照表 

(1) 少額短期保険株式会社及びその子会社等 

                                    （単位：千円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）

(略) 
新 株 予 約 権

少 数 株 主 持 分

純資産の部 合計 

（略） 

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

（記載上の注意）  

（略） 

(2) 少額短期保険相互会社及びその子会社等 

                                                 （単位：千円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）

(略)
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

合計 

少 数 株 主 持 分

純資産の部 合計 

資 産 の 部 合 計  負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

（記載上の注意）  

（略） 

３ 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

年度 （ 年  月  日から

年  月  日まで） 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（記載上の注意） 

  （略） 

  (1)  少額短期保険株式会社及びその子会社等－連結損益計算書    

  (単位：千円)

科       目 金               額 

（略）  

法人税等合計 

少数株主損益調整前当期純利益 
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非支配株主に帰属する当期純利益 

（又は非支配株主に帰属する当期純損失） 

親会社株主に帰属する当期純利益 

（又は親会社株主に帰属する当期純損失） 

（記載上の注意） 

    １ 次の事項を注記すること。ただし、連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。

(1)  （略） 

    (2) １株当たり情報に関する次に掲げる事項 

① １株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期

純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額（普

通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他のこれらに準

ずる権利が付された証券又は契約に係る権利が行使されることを仮定することにより

算定した１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額をいう。以下この様式に

おいて同じ。）（銭単位） 

② 株式会社が当連結会計年度又は当連結会計年度の末日後において株式の併合又は株

式の分割をした場合には、その旨並びに当連結会計年度の期首に株式の併合又は株式

の分割をしたと仮定して１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会

社株主に帰属する当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属す

る当期純利益金額を算定している旨 

(3)  （略） 

   ２・３ （略） 

(2)  少額短期保険株式会社及びその子会社等－連結包括利益計算書    

  (単位：千円)

科       目 金               額 

当期純利益（又は当期純損失） 

その他の包括利益 

（略） 

親会社株主に係る包括利益 

非支配株主に係る包括利益 

（記載上の注意） 

   １～４ （略） 

５ 親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額を構成す

る項目のうち、当連結会計年度以前にその他の包括利益に含まれていた金額は、組替調整額

として、その他の包括利益の内訳項目ごとに注記すること。この注記は、上記４の注記と併

せて記載することができる。 

〔「連結損益計算書」及び「連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の計算書に表示する場

合〕 

(3) 少額短期保険株式会社及びその子会社等－連結損益及び包括利益計算書 

  (単位：千円)

（又は少数株主損益調整前当期純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失） 

当期純利益（又は当期純損失） 

  （記載上の注意） 

    １ 次の事項を注記すること。ただし、連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。

(1)  （略） 

    (2) １株当たり情報に関する次に掲げる事項 

① １株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（普通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権そ

の他のこれらに準ずる権利が付された証券又は契約に係る権利が行使されることを仮

定することにより算定した１株当たりの当期純利益金額をいう。以下この様式におい

て同じ。）（銭単位） 

② 株式会社が当連結会計年度又は当連結会計年度の末日後において株式の併合又は株

式の分割をした場合には、その旨並びに当連結会計年度の期首に株式の併合又は株式

の分割をしたと仮定して１株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株

式調整後１株当たり当期純利益金額を算定している旨 

(3)  （略） 

   ２・３ （略） 

(2)  少額短期保険株式会社及びその子会社等－連結包括利益計算書    

  (単位：千円)

科       目 金               額 

少数株主損益調整前当期純利益 

（又は少数株主損益調整前当期純損失） 

その他の包括利益 

（略） 

親会社株主に係る包括利益 

少数株主に係る包括利益 

（記載上の注意） 

   １～４ （略） 

５ 当期純利益金額又は当期純損失金額を構成する項目のうち、当連結会計年度以前にその他

の包括利益に含まれていた金額は、組替調整額として、その他の包括利益の内訳項目ごとに

注記すること。この注記は、上記４の注記と併せて記載することができる。 

〔「連結損益計算書」及び「連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の計算書に表示する場

合〕 

(3) 少額短期保険株式会社及びその子会社等－連結損益及び包括利益計算書 

  (単位：千円)
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科       目 金               額 

（略）  

法人税等合計 

当期純利益（又は当期純損失） 

親会社株主に帰属する当期純利益 

（又は親会社株主に帰属する当期純損失） 

非支配株主に帰属する当期純利益 

（又は非支配株主に帰属する当期純損失） 

（削る） 

（削る） 

その他の包括利益 

（略） 

 親会社株主に係る包括利益 

 非支配株主に係る包括利益 

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。ただし、連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 

(1)  （略） 

(2) １株当たり情報に関する次に掲げる事項 

① １株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期

純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額（銭単

位） 

② 株式会社が当連結会計年度又は当連結会計年度の末日後において株式の併合又は株

式の分割をした場合には、その旨並びに当連結会計年度の期首に株式の併合又は株式の

分割をしたと仮定して１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社

株主に帰属する当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する

当期純利益金額を算定している旨 

(3)  （略） 

２～５ （略） 

６ 親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額を構成す

る項目のうち、当連結会計年度以前にその他の包括利益に含まれていた金額は、組替調整額

として、その他の包括利益の内訳項目ごとに注記すること。この注記は、上記５の注記と併

せて記載することができる。 

  (4)  少額短期保険相互会社及びその子会社等－連結損益計算書    

  (単位：千円)

科       目 金               額 

（略）  

法人税等合計 

当期純剰余（又は当期純損失） 

非支配株主に帰属する当期純剰余 

（又は非支配株主に帰属する当期純損失） 

科       目 金               額 

（略）  

法人税等合計 

少数株主損益調整前当期純利益 

（又は少数株主損益調整前当期純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失） 

当期純利益（又は当期純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失） 

少数株主損益調整前当期純利益 

（又は少数株主損益調整前当期純損失） 

その他の包括利益 

（略） 

 親会社株主に係る包括利益 

 少数株主に係る包括利益 

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。ただし、連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 

(1)  （略） 

(2) １株当たり情報に関する次に掲げる事項 

① １株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（銭単位） 

② 株式会社が当連結会計年度又は当連結会計年度の末日後において株式の併合又は株

式の分割をした場合には、その旨並びに当連結会計年度の期首に株式の併合又は株式の

分割をしたと仮定して１株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式

調整後１株当たり当期純利益金額を算定している旨 

(3)  （略） 

２～５ （略） 

６ 当期純利益金額又は当期純損失金額を構成する項目のうち、当連結会計年度以前にその他

の包括利益に含まれていた金額は、組替調整額として、その他の包括利益の内訳項目ごとに

注記すること。この注記は、上記５の注記と併せて記載することができる。 

(4)  少額短期保険相互会社及びその子会社等－連結損益計算書    

  (単位：千円)

科       目 金               額 

（略）  

法人税等合計 

少数株主損益調整前当期純剰余 

（又は少数株主損益調整前当期純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失） 
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親会社に帰属する当期純剰余 

（又は親会社に帰属する当期純損失） 

  （記載上の注意） 

    （略） 

(5)  少額短期保険相互会社及びその子会社等－連結包括利益計算書    

  (単位：千円)

科       目 金               額 

当期純剰余（又は当期純損失） 

その他の包括利益 

（略） 

親会社に係る包括利益 

非支配株主に係る包括利益 

（記載上の注意） 

   １～４ （略） 

５ 親会社に帰属する当期純剰余金額又は親会社に帰属する当期純損失金額を構成する項目の

うち、当連結会計年度以前にその他の包括利益に含まれていた金額は、組替調整額として、

その他の包括利益の内訳項目ごとに注記すること。この注記は、上記４の注記と併せて記載

することができる。 

 (6) 少額短期保険相互会社及びその子会社等－連結損益及び包括利益計算書 

  (単位：千円)

科       目 金               額 

（略）  

法人税等合計 

当期純剰余（又は当期純損失） 

親会社に帰属する当期純剰余 

（又は親会社に帰属する当期純損失） 

非支配株主に帰属する当期純剰余 

（又は非支配株主に帰属する当期純損失） 

（削る） 

その他の包括利益 

（略） 

 親会社に係る包括利益 

 非支配株主に係る包括利益 

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

６ 親会社に帰属する当期純剰余金額又は親会社に帰属する当期純損失金額を構成する項目

のうち、当連結会計年度以前にその他の包括利益に含まれていた金額は、組替調整額として、

その他の包括利益の内訳項目ごとに注記すること。この注記は、上記５の注記と併せて記載

することができる。 

当期純剰余（又は当期純損失） 

  （記載上の注意） 

    （略） 

(5)  少額短期保険相互会社及びその子会社等－連結包括利益計算書    

  (単位：千円)

科       目 金               額 

少数株主損益調整前当期純剰余 

（又は少数株主損益調整前当期純損失） 

その他の包括利益 

（略） 

親会社に係る包括利益 

少数株主に係る包括利益 

（記載上の注意） 

   １～４ （略） 

５ 当期純剰余金額又は当期純損失金額を構成する項目のうち、当連結会計年度以前にその他

の包括利益に含まれていた金額は、組替調整額として、その他の包括利益の内訳項目ごとに

注記すること。この注記は、上記４の注記と併せて記載することができる。 

 (6) 少額短期保険相互会社及びその子会社等－連結損益及び包括利益計算書 

  (単位：千円)

科       目 金               額 

（略）  

法人税等合計 

少数株主損益調整前当期純剰余 

（又は少数株主損益調整前当期純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失） 

当期純剰余（又は当期純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失） 

その他の包括利益 

（略） 

 親会社に係る包括利益 

 少数株主に係る包括利益 

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

６ 当期純剰余金額又は当期純損失金額を構成する項目のうち、当連結会計年度以前にその他

の包括利益に含まれていた金額は、組替調整額として、その他の包括利益の内訳項目ごとに

注記すること。この注記は、上記５の注記と併せて記載することができる。 
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 ４ 連結キャッシュ・フロー計算書 

  （略） 

 ５ 連結株主資本等変動計算書 

年度 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ）連結株主資本等変動計算書
（単位：千円）

株主資本 その他の包括利益累計額 新株

予約

権 

非支

配株

主持

分 

純資産

合計 資本

金 

資本

剰余

金 

利益剰

余金 

自己株

式 

株主資

本合計

その

他有

価証

券評

価差

額金

繰延

ヘッ

ジ損

益 

土地

再評

価差

額金

為替

換算

調整

勘定

退職

給付

に係

る調

整累

計額

その

他の

包括

利益

累計

額合

計 

当期首残

高 ×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当期変動

額 

新株の

発行 
×× ×× ×× ××

剰余金

の配当
△×× △×× △××

親会社

株主に

帰属す

る当期

純利益

×× ×× ××

自己株

式の処

分 

×× ×× ××

・・・

・・・
××

株主資

本以外

の項目

の当期

変動額

(純額)

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当期変動

額合計 
×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当期末残

高 
×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

７ 遡及適用（連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第２条第 43 号に規定する遡及

適用をいう。以下この様式において同じ。）、修正再表示（同条第 45 号に規定する修正再表示をい

う。以下この様式において同じ。）又は当連結会計年度の前連結会計年度における企業結合に係る

暫定的な会計処理の確定を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡及適用、

修正再表示又は当連結会計年度の前連結会計年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確

４ 連結キャッシュ・フロー計算書 

  （略） 

 ５ 連結株主資本等変動計算書 

年度 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ）連結株主資本等変動計算書
（単位：千円）

株主資本 その他の包括利益累計額 新株

予約

権 

少数

株主

持分

純資産

合計 資本

金 

資本

剰余

金 

利益剰

余金 

自己株

式 

株主資

本合計

その

他有

価証

券評

価差

額金

繰延

ヘッ

ジ損

益 

土地

再評

価差

額金

為替

換算

調整

勘定

退職

給付

に係

る調

整累

計額

その

他の

包括

利益

累計

額合

計 

当期首残

高 ×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当期変動

額 

新株の

発行 
×× ×× ×× ××

剰余金

の配当
△×× △×× △××

当期純

利益 
×× ×× ××

自己株

式の処

分 

×× ×× ××

・・・

・・・
××

株主資

本以外

の項目

の当期

変動額

(純額)

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当期変動

額合計 
×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当期末残

高 
×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

 ７ 遡及適用（連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第２条第 43 号に規定する遡及

適用をいう。以下この様式において同じ。）又は修正再表示（同条第 45 号に規定する修正再表示

をいう。以下この様式において同じ。）を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及び

当該遡及適用又は修正再表示の後の当期首残高を区分表示すること。 
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定の後の当期首残高を区分表示すること。 

６ 連結基金等変動計算書 

年度 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 連結基金等変動計算書

（単位：千円）

基金等 その他の包括利益累計額 非支

配株

主持

分 

純資産

合計 基金 基金

償却

積立

金 

再評

価積

立金

基金

償却

積立

金減

少差

益 

連結

剰余

金 

基金等

合計 

その 

他有 

価証 

券評 

価差 

額金 

繰延 

ヘッ 

ジ損 

益 

土地 

再評 

価差 

額金 

為替 

換算 

調整 

勘定 

退職 

給付 

に係 

る調 

整累 

計額 

その 

他の 

包括 

利益 

累計 

額合 

計 

当期首残

高 ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当期変動

額 

基金の

募集 
×× ×× ××

・・・

の積立
×× ×× ××

親会社

に帰属

する当

期純剰

余 

×× ×× ××

・・・

・・・
××

基金等

以外の

項目の

当期変

動額 

(純額)

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当期変動

額合計 
×× － － － ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当期末残

高 
×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

（記載上の注意） 

１～５ （略）  

６ 遡及適用、修正再表示又は当連結会計年度の前連結会計年度における企業結合に係る暫定的な

会計処理の確定を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡及適用、修正再

表示又は当連結会計年度の前連結会計年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定の後

の当期首残高を区分表示すること。 

（以下略）

６ 連結基金等変動計算書 

年度 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 連結基金等変動計算書

（単位：千円）

基金等 その他の包括利益累計額 少数 

株主 

持分 

純資産

合計 基金 基金

償却

積立

金 

再評

価積

立金

基金

償却

積立

金減

少差

益 

連結

剰余

金 

基金等

合計 

その 

他有 

価証 

券評 

価差 

額金 

繰延 

ヘッ 

ジ損 

益 

土地 

再評 

価差 

額金 

為替 

換算 

調整 

勘定 

退職 

給付 

に係 

る調 

整累 

計額 

その 

他の 

包括 

利益 

累計 

額合 

計 

当期首残

高 ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当期変動

額 

基金の

募集 
×× ×× ××

・・・

の積立
×× ×× ××

当期純

剰余 
×× ×× ××

・・・

・・・
××

基金等

以外の

項目の

当期変

動額 

(純額)

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当期変動

額合計 
×× － － － ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当期末残

高 
×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

（記載上の注意） 

１～５ （略）  

６ 遡及適用又は修正再表示を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡及適

用又は修正再表示の後の当期首残高を区分表示すること。 

（以下略） 
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別紙様式第 16 号の 24（第 211 条の 81 第１項関係） （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

第２ 中間連結財務諸表 

１ 中間連結財務諸表の作成方針 

（略） 

２ 中間連結貸借対照表 

年度中（  年  月  日現在）中間連結貸借対照表 

(1) （生命保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等）

  （単位：百万円）

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） （略） 

(略) 
新 株 予 約 権

非 支 配 株 主 持 分

純資産の部 合計 

（略） 

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

(2) （損害保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等）

   （単位：百万円）

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） （略） 

(略) 
新 株 予 約 権

非 支 配 株 主 持 分

純資産の部 合計 

（略） 

資産の部合計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

（記載上の注意）  

（略） 

３ 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 

年度中 （ 年  月  日から

年  月  日まで） 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 

（記載上の注意） 

  （略） 

  (1)  (生命保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等－中間連結損益

計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法人税等合計 

中間純利益（又は中間純損失） 

非支配株主に帰属する中間純利益 

（又は非支配株主に帰属する中間純損失） 

別紙様式第 16 号の 24（第 211 条の 81 第１項関係） （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

第２ 中間連結財務諸表 

１ 中間連結財務諸表の作成方針 

（略） 

２ 中間連結貸借対照表 

年度中（  年  月  日現在）中間連結貸借対照表 

(1) （生命保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等） 

              （単位：百万円）

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） （略） 

(略) 
新 株 予 約 権

少 数 株 主 持 分

純資産の部 合計 

（略） 

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

(2) （損害保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等） 

                          （単位：百万円）

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） （略） 

(略) 
新 株 予 約 権

少 数 株 主 持 分

純資産の部 合計 

（略） 

資産の部合計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

（記載上の注意）  

（略） 

３ 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 

年度中 （ 年  月  日から

年  月  日まで） 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 

（記載上の注意） 

  （略） 

  (1)  (生命保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等－中間連結損益

計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法人税等合計 

少数株主損益調整前中間純利益 

（又は少数株主損益調整前中間純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失） 
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親会社株主に帰属する中間純利益 

（又は親会社株主に帰属する中間純損失） 

  (2)  (損害保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等－中間連結損益

計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法人税等合計 

中間純利益（又は中間純損失） 

非支配株主に帰属する中間純利益 

（又は非支配株主に帰属する中間純損失） 

親会社株主に帰属する中間純利益 

（又は親会社株主に帰属する中間純損失） 

（記載上の注意） 

    １ （略） 

   ２ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでな

い。 

(1)  （略） 

    (2) １株当たり情報に関する次に掲げる事項 

① １株当たりの親会社株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間

純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する中間純利益金額（普

通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他のこれらに準

ずる権利が付された証券又は契約に係る権利が行使されることを仮定することにより

算定した１株当たりの親会社株主に帰属する中間純利益金額をいう。以下この様式に

おいて同じ。）（銭単位） 

② 少額短期保険持株会社が当中間連結会計期間又は当中間連結会計期間の末日後にお

いて株式の併合又は株式の分割をした場合には、その旨並びに当中間連結会計期間の

期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して１株当たりの親会社株主に帰属す

る中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間純損失金額及び潜在株式調整後１株

当たり親会社株主に帰属する中間純利益金額を算定している旨 

(3)  （略） 

   ３～５ （略） 

(3)  (少額短期保険持株会社及びその子会社等－中間連結包括利益計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

中間純利益（又は中間純損失） 

その他の包括利益 

（略） 

親会社株主に係る中間包括利益 

非支配株主に係る中間包括利益 

中間純利益（又は中間純損失） 

(2)  (損害保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等－中間連結損益

計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法人税等合計 

少数株主損益調整前中間純利益 

（又は少数株主損益調整前中間純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失） 

中間純利益（又は中間純損失） 

（記載上の注意） 

    １ （略） 

   ２ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでな

い。 

(1)  （略） 

    (2) １株当たり情報に関する次に掲げる事項 

① １株当たりの中間純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額（普通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権そ

の他のこれらに準ずる権利が付された証券又は契約に係る権利が行使されることを仮

定することにより算定した１株当たりの中間純利益金額をいう。以下この様式におい

て同じ。）（銭単位） 

② 少額短期保険持株会社が当中間連結会計期間又は当中間連結会計期間の末日後にお

いて株式の併合又は株式の分割をした場合には、その旨並びに当中間連結会計期間の

期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して１株当たりの中間純利益金額又は

中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額を算定している旨 

(3)  （略） 

   ３～５ （略） 

(3)  (少額短期保険持株会社及びその子会社等－中間連結包括利益計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

少数株主損益調整前中間純利益 

（又は少数株主損益調整前中間純損失） 

その他の包括利益 

（略） 

親会社株主に係る中間包括利益 
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（記載上の注意） 

   （略） 

〔「中間連結損益計算書」及び「中間連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の計算書に表

示する場合〕 

(4)  (生命保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等－中間連結損益及

び包括利益計算書) 

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法人税等合計 

中間純利益（又は中間純損失） 

親会社株主に帰属する中間純利益 

（又は親会社株主に帰属する中間純損失） 

非支配株主に帰属する中間純利益 

（又は非支配株主に帰属する中間純損失） 

（削る） 

（削る） 

その他の包括利益 

（略） 

 親会社株主に係る中間包括利益 

 非支配株主に係る中間包括利益 

 (5)  (損害保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等－中間連結損益及

び包括利益計算書) 

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法人税等合計 

中間純利益（又は中間純損失） 

親会社株主に帰属する中間純利益 

（又は親会社株主に帰属する中間純損失） 

非支配株主に帰属する中間純利益 

（又は非支配株主に帰属する中間純損失） 

（削る） 

（削る） 

その他の包括利益 

（略） 

 親会社株主に係る中間包括利益 

 非支配株主に係る中間包括利益 

（記載上の注意） 

少数株主に係る中間包括利益 

（記載上の注意） 

   （略） 

〔「中間連結損益計算書」及び「中間連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の計算書に表

示する場合〕 

(4) (生命保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等－中間連結損益及

び包括利益計算書) 

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法人税等合計 

少数株主損益調整前中間純利益 

（又は少数株主損益調整前中間純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失） 

中間純利益（又は中間純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失） 

少数株主損益調整前中間純利益 

（又は少数株主損益調整前中間純損失） 

その他の包括利益 

（略） 

 親会社株主に係る中間包括利益 

 少数株主に係る中間包括利益 

 (5) (損害保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等－中間連結損益及

び包括利益計算書) 

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法人税等合計 

少数株主損益調整前中間純利益 

（又は少数株主損益調整前中間純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失） 

中間純利益（又は中間純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失） 

少数株主損益調整前中間純利益 

（又は少数株主損益調整前中間純損失） 

その他の包括利益 

（略） 

 親会社株主に係る中間包括利益 

 少数株主に係る中間包括利益 

（記載上の注意） 
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１ （略） 

２ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでな

い。 

(1)  （略） 

(2) １株当たり情報に関する次に掲げる事項 

① １株当たりの親会社株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間

純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する中間純利益金額（銭単

位） 

② 少額短期保険持株会社が当中間連結会計期間又は当中間連結会計期間の末日後にお

いて株式の併合又は株式の分割をした場合には、その旨並びに当中間連結会計期間の期

首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して１株当たりの親会社株主に帰属する

中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当

たり親会社株主に帰属する中間純利益金額を算定している旨 

(3)  （略） 

３～７ （略） 

４ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  （略） 

５ 中間連結株主資本等変動計算書 

年度中 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ）中間連結株主資本等変動計算書
（単位：百万円）

株主資本 その他の包括利益累計額 新株

予約

権 

非支

配株

主持

分 

純資産

合計 資本

金 

資本

剰余

金 

利益剰

余金 

自己株

式 

株主資

本合計

その

他有

価証

券評

価差

額金

繰延

ヘッ

ジ損

益 

土地

再評

価差

額金

為替

換算

調整

勘定

退職

給付

に係

る調

整累

計額

その

他の

包括

利益

累計

額合

計 

当期首残

高 ×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当中間期

変動額 

新株の

発行 
×× ×× ×× ××

剰余金

の配当
△×× △×× △××

親会社

株主に

帰属す

る中間

純利益

×× ×× ××

自己株

式の処

分 

×× ×× ××

・・・ ××

１ （略） 

２ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでな

い。 

(1)  （略） 

(2) １株当たり情報に関する次に掲げる事項 

① １株当たりの中間純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額（銭単位） 

② 少額短期保険持株会社が当中間連結会計期間又は当中間連結会計期間の末日後にお

いて株式の併合又は株式の分割をした場合には、その旨並びに当中間連結会計期間の期

首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して１株当たりの中間純利益金額又は中

間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額を算定している旨 

(3)  （略） 

３～７ （略） 

４ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  （略） 

５ 中間連結株主資本等変動計算書 

年度中 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ）中間連結株主資本等変動計算書
（単位：百万円）

株主資本 その他の包括利益累計額 新株

予約

権 

少数

株主

持分

純資産

合計 資本

金 

資本

剰余

金 

利益剰

余金 

自己株

式 

株主資

本合計

その

他有

価証

券評

価差

額金

繰延

ヘッ

ジ損

益 

土地

再評

価差

額金

為替

換算

調整

勘定

退職

給付

に係

る調

整累

計額

その

他の

包括

利益

累計

額合

計 

当期首残

高 ×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当中間期

変動額 

新株の

発行 
×× ×× ×× ××

剰余金

の配当
△×× △×× △××

中間純

利益 
×× ×× ××

自己株

式の処

分 

×× ×× ××

・・・

・・・
××

株主資

本以外
×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××
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・・・

株主資

本以外

の項目

の当中

間期変

動額 

(純額)

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当中間期

変動額合

計 

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当中間期

末残高 
×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

７ 遡及適用（中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第２条第 40 号に規定す

る遡及適用をいう。）、修正再表示（同条第 42 号に規定する修正再表示をいう。）又は当中間連結

会計期間の前連結会計年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行った場合には、

当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡及適用、修正再表示又は当中間連結会計期間の前連

結会計年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定の後の当期首残高を区分表示する

こと。 

（以下略） 

の項目

の当中

間期変

動額 

(純額)

当中間期

変動額合

計 

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当中間期

末残高 
×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

 ７ 遡及適用（中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第２条第 40 号に規定す

る遡及適用をいう。）又は修正再表示（同条第 42 号に規定する修正再表示をいう。）を行った場

合には、当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡及適用又は修正再表示の後の当期首残高を

区分表示すること。 

（以下略） 
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別紙様式第 16 号の 25（第 211 条の 81 第２項関係） （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

第２ 連結財務諸表 

１ 連結財務諸表の作成方針 

（略） 

２ 連結貸借対照表 

年度（  年  月  日現在）連結貸借対照表 

(1) （生命保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等） 

              （単位：百万円）

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） （略） 

(略) 
新 株 予 約 権

非 支 配 株 主 持 分

純資産の部 合計 

（略） 

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

(2) （損害保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等）

           （単位：百万円）

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） （略） 

(略) 
新 株 予 約 権

非 支 配 株 主 持 分

純資産の部 合計 

（略） 

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

（記載上の注意）  

（略） 

３ 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

年度 （ 年  月  日から

年  月  日まで） 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（記載上の注意） 

  （略） 

  (1)  (生命保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等－連結損益計算

書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法人税等合計 

当期純利益（又は当期純損失） 

非支配株主に帰属する当期純利益 

（又は非支配株主に帰属する当期純損失） 

別紙様式第 16 号の 25（第 211 条の 81 第２項関係） （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

第２ 連結財務諸表 

１ 連結財務諸表の作成方針 

（略） 

２ 連結貸借対照表 

年度（  年  月  日現在）連結貸借対照表 

(1) （生命保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等） 

              （単位：百万円）

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） （略） 

(略) 
新 株 予 約 権

少 数 株 主 持 分

純資産の部 合計 

（略） 

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

(2) （損害保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等） 

                          （単位：百万円）

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） （略） 

(略) 
新 株 予 約 権

少 数 株 主 持 分

純資産の部 合計 

（略） 

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

（記載上の注意）  

（略） 

３ 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

年度 （ 年  月  日から

年  月  日まで） 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（記載上の注意） 

  （略） 

  (1)  (生命保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等－連結損益計算

書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法人税等合計 

少数株主損益調整前当期純利益 

（又は少数株主損益調整前当期純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失） 
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親会社株主に帰属する当期純利益 

（又は親会社株主に帰属する当期純損失） 

  (2)  (損害保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等－連結損益計算

書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法人税等合計 

当期純利益（又は当期純損失） 

非支配株主に帰属する当期純利益 

（又は非支配株主に帰属する当期純損失） 

親会社株主に帰属する当期純利益 

（又は親会社株主に帰属する当期純損失） 

（記載上の注意） 

    １ （略） 

   ２ 次の事項を注記すること。ただし連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 

(1)  （略） 

    (2) １株当たり情報に関する次に掲げる事項 

① １株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期

純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額（普

通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他のこれらに準

ずる権利が付された証券又は契約に係る権利が行使されることを仮定することにより

算定した１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額をいう。以下この様式に

おいて同じ。）（銭単位） 

② 少額短期保険持株会社が当連結会計年度又は当連結会計年度の末日後において株式

の併合又は株式の分割をした場合には、その旨並びに当連結会計年度の期首に株式の

併合又は株式の分割をしたと仮定して１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益

金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり親会社

株主に帰属する当期純利益金額を算定している旨 

(3)  （略） 

   ３～５ （略） 

(3)  (少額短期保険株式会社及びその子会社等－連結包括利益計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

当期純利益（又は当期純損失） 

その他の包括利益 

（略） 

親会社株主に係る包括利益 

非支配株主に係る包括利益 

（記載上の注意） 

当期純利益（又は当期純損失） 

(2)  (損害保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等－連結損益計算

書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法人税等合計 

少数株主損益調整前当期純利益 

（又は少数株主損益調整前当期純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失） 

当期純利益（又は当期純損失） 

（記載上の注意） 

    １ （略） 

   ２ 次の事項を注記すること。ただし連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 

(1)  （略） 

    (2) １株当たり情報に関する次に掲げる事項 

① １株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（普通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権そ

の他のこれらに準ずる権利が付された証券又は契約に係る権利が行使されることを仮

定することにより算定した１株当たりの当期純利益金額をいう。以下この様式におい

て同じ。）（銭単位） 

② 少額短期保険持株会社が当連結会計年度又は当連結会計年度の末日後において株式

の併合又は株式の分割をした場合には、その旨並びに当連結会計年度の期首に株式の

併合又は株式の分割をしたと仮定して１株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金

額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定している旨 

(3)  （略） 

   ３～５ （略） 

(3)  (少額短期保険持株会社及びその子会社等－連結包括利益計算書)    

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

少数株主損益調整前当期純利益 

（又は少数株主損益調整前当期純損失） 

その他の包括利益 

（略） 

親会社株主に係る包括利益 

少数株主に係る包括利益 
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   １～４ （略） 

５ 親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額を構成す

る項目のうち、当連結会計年度以前にその他の包括利益に含まれていた金額は、組替調整額

として、その他の包括利益の内訳項目ごとに注記すること。この注記は、上記４の注記と併

せて記載することができる。 

(4) (生命保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等－連結損益及び包

括利益計算書) 

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法人税等合計 

当期純利益（又は当期純損失） 

親会社株主に帰属する当期純利益 

（又は親会社株主に帰属する当期純損失） 

非支配株主に帰属する当期純利益 

（又は非支配株主に帰属する当期純損失） 

（削る） 

（削る） 

その他の包括利益 

（略） 

 親会社株主に係る包括利益 

 非支配株主に係る包括利益 

 (5) (損害保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等－連結損益及び包

括利益計算書) 

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法人税等合計 

当期純利益（又は当期純損失） 

親会社株主に帰属する当期純利益 

（又は親会社株主に帰属する当期純損失） 

非支配株主に帰属する当期純利益 

（又は非支配株主に帰属する当期純損失） 

（削る） 

（削る） 

その他の包括利益 

（略） 

 親会社株主に係る包括利益 

 非支配株主に係る包括利益 

（記載上の注意） 

（記載上の注意） 

   １～４ （略） 

   ５ 当期純利益金額又は当期純損失金額を構成する項目のうち、当連結会計年度以前にその他

の包括利益に含まれていた金額は、組替調整額として、その他の包括利益の内訳項目ごとに

注記すること。この注記は、上記４の注記と併せて記載することができる。 

 (4) (生命保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等－連結損益及び包

括利益計算書) 

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法人税等合計 

少数株主損益調整前当期純利益 

（又は少数株主損益調整前当期純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失） 

当期純利益（又は当期純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失） 

少数株主損益調整前当期純利益 

（又は少数株主損益調整前当期純損失） 

その他の包括利益 

（略） 

 親会社株主に係る包括利益 

 少数株主に係る包括利益 

 (5) (損害保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等－連結損益及び包

括利益計算書) 

  (単位：百万円)

科       目 金               額 

（略）  

法人税等合計 

少数株主損益調整前当期純利益 

（又は少数株主損益調整前当期純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失） 

当期純利益（又は当期純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失） 

少数株主損益調整前当期純利益 

（又は少数株主損益調整前当期純損失） 

その他の包括利益 

（略） 

 親会社株主に係る包括利益 

 少数株主に係る包括利益 

（記載上の注意） 
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１ （略） 

２ 次の事項を注記すること。ただし、連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。

(1)  （略） 

(2) １株当たり情報に関する次に掲げる事項 

① １株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期

純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額（銭単

位） 

② 少額短期保険持株会社が当連結会計年度又は当連結会計年度の末日後において株式

の併合又は株式の分割をした場合には、その旨並びに当連結会計年度の期首に株式の併

合又は株式の分割をしたと仮定して１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金

額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり親会社株

主に帰属する当期純利益金額を算定している旨 

(3)  （略） 

３～７ （略） 

８ 親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額を構成す

る項目のうち、当連結会計年度以前にその他の包括利益に含まれていた金額は、組替調整額

として、その他の包括利益の内訳項目ごとに注記すること。この注記は、上記７の注記と併

せて記載することができる。 

  ４ 連結キャッシュ・フロー計算書 

  （略） 

  ５ 連結株主資本等変動計算書 

年度 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ）連結株主資本等変動計算書
（単位：百万円）

株主資本 その他の包括利益累計額 新株

予約

権 

非支

配株

主持

分 

純資産

合計 資本

金 

資本

剰余

金 

利益剰

余金 

自己株

式 

株主資

本合計

その

他有

価証

券評

価差

額金

繰延

ヘッ

ジ損

益 

土地

再評

価差

額金

為替

換算

調整

勘定

退職

給付

に係

る調

整累

計額

その

他の

包括

利益

累計

額合

計 

当期首残

高 ×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当期変動

額 

新株の

発行 
×× ×× ×× ××

剰余金

の配当
△×× △×× △××

親会社

株主に

帰属す

る当期

純利益

×× ×× ××

１ （略） 

２ 次の事項を注記すること。ただし、連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。

(1)  （略） 

(2) １株当たり情報に関する次に掲げる事項 

① １株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（銭単位） 

② 少額短期保険持株会社が当連結会計年度又は当連結会計年度の末日後において株式

の併合又は株式の分割をした場合には、その旨並びに当連結会計年度の期首に株式の併

合又は株式の分割をしたと仮定して１株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額

及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定している旨 

(3)  （略） 

３～７ （略） 

８ 当期純利益金額又は当期純損失金額を構成する項目のうち、当連結会計年度以前にその他

の包括利益に含まれていた金額は、組替調整額として、その他の包括利益の内訳項目ごとに

注記すること。この注記は、上記７の注記と併せて記載することができる。 

４ 連結キャッシュ・フロー計算書 

  （略） 

  ５ 連結株主資本等変動計算書 

年度 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ）連結株主資本等変動計算書
（単位：百万円）

株主資本 その他の包括利益累計額 新株

予約

権 

少数

株主

持分

純資産

合計 資本

金 

資本

剰余

金 

利益剰

余金 

自己株

式 

株主資

本合計

その

他有

価証

券評

価差

額金

繰延

ヘッ

ジ損

益 

土地

再評

価差

額金

為替

換算

調整

勘定

退職

給付

に係

る調

整累

計額

その

他の

包括

利益

累計

額合

計 

当期首残

高 ×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当期変動

額 

新株の

発行 
×× ×× ×× ××

剰余金

の配当
△×× △×× △××

当期純

利益 
×× ×× ××

自己株

式の処

分 

×× ×× ××
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自己株

式の処

分 

×× ×× ××

・・・

・・・
××

株主資

本以外

の項目

の当期

変動額

(純額)

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当期変動

額合計 
×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当期末残

高 
×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

 ６ 遡及適用（連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第２条第 43 号に規定する遡及

適用をいう。）、修正再表示（同条第 45 号に規定する修正再表示をいう。）又は当連結会計年度の

前連結会計年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行った場合には、当期首残高

に対する累積的影響額及び当該遡及適用、修正再表示又は当連結会計年度の前連結会計年度にお

ける企業結合に係る暫定的な会計処理の確定の後の当期首残高を区分表示すること。 

（以下略） 

・・・

・・・
××

株主資

本以外

の項目

の当期

変動額

(純額)

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当期変動

額合計 
×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

当期末残

高 
×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

６ 遡及適用（連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第２条第 43 号に規定する遡及

適用をいう。）又は修正再表示（同条第 45号に規定する修正再表示をいう。）を行った場合には、

当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡及適用又は修正再表示の後の当期首残高を区分表示

すること。 

（以下略） 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第16号の２６ 

改正案 現行 

別紙様式第 16 号の 26（第 211 条の 84 第１項関係）             （日本工業規格Ａ４）

（略） 

１ 少額短期保険持株会社の現況に関する事項 

(1) 事業の経過及び成果等 

（略） 

(2) 財産及び損益の状況の推移 

〔少額短期保険持株会社の状況について記載する場合〕 

（略） 

〔企業集団の状況について記載する場合〕 

  イ 企業集団の財産及び損益の状況の推移             （単位：百万円） 

区      分    年度 年度 年度 年度（当期）

経常収益 

経常利益 

親会社株主に帰属する当期純利

益 

包括利益 

純資産額 

総資産 

（記載上の注意） 

（略） 

（以下略） 

別紙様式第 16 号の 26（第 211 条の 84 第１項関係）             （日本工業規格Ａ４）

（略） 

１ 少額短期保険持株会社の現況に関する事項 

(1) 事業の経過及び成果等 

 （略） 

(2) 財産及び損益の状況の推移 

〔少額短期保険持株会社の状況について記載する場合〕 

（略） 

〔企業集団の状況について記載する場合〕 

  イ 企業集団の財産及び損益の状況の推移                         （単位：百万円） 

区      分    年度 年度 年度 年度（当期）

連結経常収益 

連結経常利益 

連結当期純利益 

連結包括利益 

連結純資産額 

連結総資産 

（記載上の注意） 

（略） 

（以下略） 
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